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原告のその余の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
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請求

処分行政庁が令和3年12月 24日付けで原告に対してした原告の令和元年

1 1月1日から令和2年 2月29日までの課税期間の消費税及び地方消費税に

．， 係る更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

2 処分行政庁が令和3年i.2月2・4日付けで原告に対してした原告の『令和2年

3月1日から同月 31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処

分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

処分行政庁が令和3年 12月24日付けで原告に対してした原告の令和2年

4月1日から同月 3・0日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処

分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 • ' 

処分行政庁が令和3年1・2月,2・4日付けで原告に対してした原告の令和2年

7月1日から同月 31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処

分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。・

5 処分行政庁が令和3年12月24日付けで原告に対し．てした原告の令和2年
8月1日から同月 31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処

分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。 • 
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ヽ 6 処分行政庁が令和 •3 年.1 2月24日付けで原告に対じてした原告の令和2年

9月1日から同月 30日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処

分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

7 処分行政庁が令和 3年12月24日付けで原告に対してした原告の令和 2年
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1 0月1日から同月 31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正

処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。．． ． 

... ． 
8 処分行政庁が令和3年12月24日付けで原告に対してした原告の令和2年

1 1月1日から同月 30日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正

処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

10 9 処分行政庁が令和 3年12月24日付けで原告に対してした原告の令・和2年

・1 2月1日から同月31日までの課税期間の消贅税及び地方消費税に係る更正

処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

1 0 処分行政庁が令和3年12月24日付けで原告に対してした原告の同年 1

月1日から同月 31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分

'15 並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

1 I 処分行政庁が令和 3年 12月24日付けで原告に対してした原告の同年2

1月1日から同月 28日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分

25 

並びに過少申告加算税の賦課決定処分（ただし、令和5年3月30日付け裁決・

（一）において一部取り消された後のもの）をいずれも

取り消す。

第2 事案の概要

1 以下では、別紙略語一覧表記載の略語を用いる。

2 事案の要旨

処分行政庁は、原告に対し、原告が行った金地金の取引による対価の帰属先

・は原告ではな<・・であるなどとして、①令和2年2月課税期間の消費税等に

係る更正処分及び同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分、②令和2

、r

2
 



・年3月課税期間の消費税等に係る更正処分及び同更正処分に伴う過少申告加算

税の賦課決定処分、③令和2年4月課税期間の消費税等に係る更正処分及び同

更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分、④令和 2年7月課税期間の消
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費税等に係る更正処分及び同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分、

..⑤令和2年8月課税期間の消費税等に係る更正処分及び同更正処分に伴．う過少

，•.申告加算税の賦課決定処分、⑥令和 2 年 9 月課税期間の消費税等に係る更正処

● ● ̀  •;. 
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分及び同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分、．⑦令和2年10月課

税期間の消費税等に係る更正処分及び同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課

決定処分、・⑧令和2年11月課税期間の消費税等に係る更正処分及び同・更正処

分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分、⑨令和2年12月課税期間の消費税

等に係る更正処分及び同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分、⑩令

和3年1月課税期間の消費税等に係る更正処分及び同更正処分に伴う過少申告．

， 加算税の賦課決定処分、⑪令和3年2月課税期間の消費税等に係る更正処分及

び同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分を行った。・原告が上記①～・

15' ⑪の各処分について審査請求を行ったところ、・上記⑪の各処分の一部を取り消

し、．その余を棄却する旨の裁決がなされた。

本件は、原告が、処分行政庁が所属する被告に対し、原告が行った金地金の．

取引による対価の帰属先li■ではなく原告であるから本件各処分は違法であ

20 

ると主張して、、その全部の取消しを求める事案である。

3 関係法令の定め

関係法令の定めは、別紙関係法令の定めのどおりである。

4 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨に

より容易に認められる事実）

(1) 原告

25 原告は、 、一による・・'並びに株式、有価

証券、外国為替、商品先物取引、金融派生商品等の各種金融商品の取得、投

3
 ，， 



資、保有及び運用等を目的として設立された株式会社である。原告の取締役

及び代表取締役は、設立時から・・のみである。（甲 1の1)

原告の資本金の額はiOOO万円であり、事業年度は毎年3月1日から翌
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年2月末日までの年1期である。（甲 1の1、1の2 〔第28条〕）

{2) 原告及び~による取引の概要

原告は、別表 1記載のとおり、同別表「購入日付」欄記載の日に、・現物取

引による購入、先物取引の受渡決済による取得又は寄託口座を通じた購入に

より、対応する金地金を取得した（本件仕入れ1~55)。

． 現物取引による購入又は先物取引の受渡決済により取得した金地金につい

ては、原告が・・に対して金地金を引き渡し、 ・・は、・別表1記載のとおり、

同別表「売却日付」欄記載の日に、これらを売却したc

• 寄託口座を通じた購入により取得した金地金についてほ、原告3ゞ別表 2-
I 1記載のとおり、同別表「返却重量」欄記載の重量の金地金を、対応する「年

・月日．」欄記載の日に順次引き出してこれらを・tこ引き渡し、 ・・は、別表

15 ' 2-2記載のとぉり、同別表「売却日付」欄記載の日にこれらを売却した。 ・

上記一連の取引の詳細な事実関係は、当裁判所の判断の項・（後記第3)に

10 

おいて検討する。

(3) 原告による消費税等の確定申告

• ア 原告は、令和2年 1月.2・4日．、処分行政庁に対し、消費税の新設法人に

20 該当する旨．の届出書（消費税の新設法人に該当することとfぷうた事業年度

開始の日を令和元年11月1日とするもの）を提出した。原告は、令和2

年2月26日、処分行政庁に対し、消費税課税期間特例変更届出書を提出

25 

しfこため、原告の令和2年3月 1日から令和3年2月28日までの間の消
費税等に係る課税期間は、各月ごとの期間に変更された。（乙5、6)

イ 原告は、本件各課税期間に係る消費税等について：別表3「確定申告J

欄のとおり記載した確定申告書（還付申告書）を、各「年月日」欄記載の

、. 4 



5
 

日に、処分行政庁に提出した。原告は、9'本件各課税期間の消費税等の計算．．

上、本件各仕入れに係る支出を、課税仕入れとして仕入税額控除の対象と

している。 （乙 3,8の1~11) 

(4) 更正の請求

原告は、令和3年3月22日付けで、処分行政庁に対じ、令和2年9月課 ，、
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税期間の消費税等について、・別表3 「更正の請求」欄のとおり記載した更正

の請求書を提出した（本件更正の請求）、。 （乙 2)

(5) 本件各処分及び本件通知処分

＇ 処分行政庁は、令和 3 年12 月 24 日、原告に対•し、①本件各課税期間の

10 消費税等について、別表3・［更正処分等」欄のとおり、本件各処分を行うと

ともに、②本件更正の請求について、更正ずべき理由がない旨の通知処分（本

件通知処分）を行った。 （甲 2の1~11、乙3)

(6) 審査請求・

原告は、令和4年5月16日、国税不服審判所長に対し、本件各処分の全

15 部及び本件通知処分の取消しを求めて審査請求をした。国税不服審判所長は、

令和 5年3月30日、上記審査請求につき、①令和3年2月課税期間に係る

消費税等の更正処分及び同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分に

つい・て別表3 「裁決」欄のとおり一部を取り消し、、②その余の審査請求をい ． 

． 、ずれも棄却する旨の裁決をした。（乙 1)

.20 (7).訴え提起

原告は、令和5年8月21日、本件訴えを提起した。（当裁判所に顕著な事

.・実）

5 争点

(1) 別紙却下部分目録記載の訴えの適法性（争点1)

(2)・本件各処分の適法性（争点 2).25 

6 争点に関する当事者の主張

5 -



(1) 別紙却下部分目録記載の訴えの適法性（争点 1)

【被告の主張】
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本件訴えのうち、更正の請求によらずに申告額を下回る部分の取消しを

求める部分は、訴えの利益を欠く。また、本件訴えのうち、原告による更

正の請求額を下回る部分の取消しを求める部分は、訴えの利益を欠く。

【原告の主張］ ・．

(2) 

10・ ・'・ . .. ・ 

• :.. 

16 

20 

25 

争う。

本件各処分の適法性（争点2)

【被告の主張】 ．． 

本件各取引等は、金地金の購入原資を.が出捐し、売却代金叶・'力ゞ ・

取得しているから、 ・ iこ利益が生じ得る一連の取引であって、．原告に利

益が生じる取引ではない。そ・して、原告が本件各仕入れを仕入税額控除の

対象となる課税仕入れとすることにより消費税等の還付金の支払を受ける

一方で、・・ は消費税等の確定申告を行わず金地金の売却について消費税

． 等の納税を免れてし・ヽるから、本件各取引等の目的は、原告が本件各取引等

から生じる法律効果や経済的利益を得ることではなく、仕入税額控除に係

る消費税等の還付金の獲得にあったといえる，

原告と・・は、本件各取引等に際し、 ・・が質権者．、原告が質権設定者

となる内容の覚書を作成しているが、上記のよ 9うな課税関係や、 ・・が原

告の意思決定を・単独で行い得る立場にあったことも踏まえると、上記覚書

は取引の実質的な内容を反映したものとはいえない。 ‘ 

以上のような本件各取引等の客観的な内容に照らせば、本件各取引等に

係る実賀的な法律関係は、原告が、 ・・から、原告の名で購入先業者から ・

金地金の売買契約等を締結することの委任を受け、かかる委任事務を処理 ・

・するについての費用として資金（購入原資）の提供を受けたにすぎないと • 

解するのが相当である。
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そうすると、原告と・・との内部関係においては、本件各取引等の効果

は・に帰属ずる（消費税法13条）。原告が行った本件各仕入れは、消費

税法上の仕入税額控除の対象となる課税仕入れ（消費税法30条 1項、 2

条1項1・2号）に当たらない。

·•が代表社員を務める|······,iま一本件各取引等と同様の取引を
行っていたところ、原告は、・は金地金を同社に返還して清算を行って

いると主張するが、このような事情．は本件各取引等の法的性質を左右する

ものではが、。 • 

【原告の主張】

・10 : 原告i文、．．から事業資金の借入れを受け、•金地金の運用益を得るため

に自らの事業として本件各仕入れを行った。本件各取引等は、実体のある

取引であるから、本件各仕入れに係る対価を享受するのは原告と評価すべ

きである。

原告と・・の間の質権設定の合意は、被担保債権の弁済期到来前に質物

15 である金地金等について処分を含めた利用ができる（流質以外の場合であ

つても随時、処分等をすることができる） ＇という消費寄託類似の合意であ

．．り、・は、上記質権の被担保債権の清算時に、同種・同等・同量の金地

金等を原告に返還する意思を有していた： ・・は、法の専門家ではないた

め、質権設定契約において上記のような合意が可能であると認識していた。

20 .力ゞ金地金を処分したのは、上記合意に基づくもの、又は商事質権に基

づく．任意処分に基づくものである。

そうすると、原告が行った本件各金地金等の仕入れは、原告による消費・

税法上の仕入税額控除の対象となる課税仕入れ（消費税法30条1項、・ 2

・条1項1・2号）に当たる。 ・

25 •第 3 当裁判所の判断

•1. 、争点 1 （月Jj紙却下部分目録記載の訴えの道法性）
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(1}．，令和2年9月課税期間以外の消費税等について
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消費税法は、いわゆる申告納税制度を採用するところ、申告納税方式にお

ける納付すべき税額は、原則として、納税者がする申告により確定する（通 ．

則法16条1項1号）。そして、納税義務者は、確定申告書に記載した税額等

の計算に誤りがあったことにより納付すべき税額が過大であるときは、当初

の申告書に記載した内容の更正の請求をすることができる．（通則法23条1

項）。かかる規定の趣旨は、課税標準等の決定については最もその間の事情に ~ 

通じている納税義務者自身の申告に基づくものとし、その過誤の是正は法律

が特に認めた場合に限る建前とすることが、•租税債務を可及的速やかに確定 ·

10 ．させるという国家財政上の要請に応ずるものであり、納税義務者に対しても

過当な不利益を強いるおそれがないという点にある。そうすると．、納税義務

者は、．申告書の記載の無効を主張することができる例外的な場合を除き、更・

正の請求という手続によってのみ、その金額の減額変更を求めることができ、

更正の手続を経ないで申告額を超えない部分の取消を求めることはできない

というべきである（最高裁昭和3,9年10月22日第一小法廷判決・民集1

8巻8号176 2頁、最高裁昭和57年2月23 . 日第三小法廷判決，••民集．3．

6巻2・号215頁参照）。

．、原告は、本件各課税期間の消費税等について、別表3 「確定申告」欄記載

のとおり、確定申告により自ら還付金の額に相当する税額を確定させている

20 （前提事実(3)).。そして＇、原告は、本件各課税期間（令和 2年9月課税期間

15 

を除く。）の消喪税等について通則法23条に規定する更正の請求の手続を

行っていない（弁論の全趣旨）・。 • 

• そうすると、本件訴えのうち、本件各処分（令和2年9月課税期間の消費

．税等に係る更正処分を除く。）について、本件各確定申告により原告自身が確

., 215 • 定させた還付金の額に相当する税額を超えない部分の取消しを求める部分

（去！下部分目録1~5及び7~.11)は、いずれも訴えの利益を欠き、不適，

8
 



法である。

• (2} 令和2年9月課税期間の消費税等について

上記（1）のような申告納税方式及び更正の請求の制度の趣旨に照らすと、更

正の請求が当初の申告に係る税額等の一部を限度としてされた場合、課税標

5 . 

、
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準等又は税額等のうち当該更正の請求に係るところを超えない部分について

は、納税義務者において自らの申告によりこれを確定させたものであって、

その是正のため法律の特に設けた手続（更正の請求）を執っていない以上、

・納税義務者は、・かかる部分の取消しを求めることはできないというべきであ

'10 

る。

原告は、9 月IJ表3 「確定申告」欄記載のとおり、令和2年9月課税期間の消

費税等について確定申告をした後：同別表「更正の請求」欄記載のとおり、 ． 

還付金の額に相当する消費税の額l6 2. 5万43 _7 3円及び地方消費税の額

15 

4 58万4566円とする更正の請求（本件更正の請求）をしている（前提

事実(4))。そうすると、本件訴えのうち、令和2年9月課税期間の消費税等の ． 

・うち本件更正の請求に係るところを超えない部分の取消しを求める部分（却

下部分目録6)は、訴えの利益を欠き、不適法である。

. 2 争点2に係る認定事実
前提事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認めら

れる。・

.20 (1)'当事者等

．ア原告は、 による一並びに株式、有

価証券、外国為替、商品先物取引、金融派生商品等の各種金融商品の取得、

投資、保有及び運用等を目的として設立された株式会社である。原告の取

・締役は、設立時から・のみである。（前提事実（1))

25 '・-1・・は、消費税等の確定申告書を処分行政庁に提出していない。（弁論の

全趣旨）

，
 



ウ は、国内外の有価証券：外国為替、商品先物取引、

金融先物などの金融商品による資産運用等を目的とする合同会社である。

の業務執行社員及び代表社員は、設立時から・の

r
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みである。（乙7)

.:c. • ■■は、下宿，ホテル，旅館等の宿泊施設の経営等を目的とする株式
会社である。 一 の取締役・代表取締役は、設立時から'’’のみである。

（乙8)

(2)• 原告と の基本契約の内容

原告は、令和 2年3月‘ ---が提供する会員制サービスである

10 l --------」に加入した。上記サ，ービスにおいて、原告は、 •

に開設した寄託口座（本件寄託口座）を通じて、同社から金、

•プラチナ又は銀を購入し：金については混蔵寄託又は消費寄託をすることが
できる。寄託物は、、地金として引き出して受け取ること（現物引出し）がで

きるほか、同社を通じて寄託残高の範囲内で売却すること （

15 一） もできる。（乙 17、.18) 

(3).本件各取引等の内容 • . I 

ア 令和2年2月課税期間に購入した金地金に係る取引 ：．

・（ア）令和2年2月5日付けの金地金の購入‘（本件仕入れ1)' 、

a. ··は、令和 2年 2 月 4 日、本件個人預金口座 1 から、 • 本件原告預

20 金口座に6500万円を振込送金した。 （乙9、1・o.) 

b 原告は、令和2年2月5日、別表 1-1の順号1記載のとおり、 ’’

から、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金1)を購

入し、同日、代金30 2 3万円及び配送手数料I6.5.0円の合計額3・

023万16 5 0円を本件原告預金口座から振込送金する方法により

' 25 • , 支払った（本件仕入れ1)。、（乙 1．0、12、34の1 ⑫頁〕）

・（イ）令和2年2月19日付けの金地金の購入（本件仕入れ2)

10 



a ・は、令和2年2月13日、本件個人預金口座 1から、本件原告
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預金口座｛こ3・0.00万円を振込送金した。 （乙 9、1.0) 

b 原告は、令和2年2月19恥別表 1-1の順号2記載のとおり、

ーから、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金2)を購 ．

入し、同月 20日、代金31 2 3万円を本件原告預金口座から振込送

金する方法により支払った（本件仕入れ2)。 （乙 10、..1・ 1の1(5 

頁〕、．乙 l_.3)... .

（り）令和2年2月26日付けの金地金の購入（本件仕入れ3)・．

a ・ は、令和2年2月4日及び同月 10日、本件個人預金口座1か

ら、本件原告預金口座にそれぞれ6500万円及び61.00万円を振

＇ 込送金した。原告は、同且• 1 ・2日、本件原告預金口座から本件先物取

引口座に、9.5・00万円を振込送金した。 （乙 9、10、14、15・〔5

頁〕）

,15 

b 原告は、令点n2年2月26日、本件先物取引口座において、別表1

-1の順号3の「番号」欄記載の金地金（本件金地金3)の商品先物

20 

取引に係る買い注文の受渡決済を行い、同月 28日、本件金地金3を

取得した（本件仕入れ3)。当該受渡決済の受渡代金1億0336万

4800円並びに取引委託手数料及び受渡手数料の合計13万72 8. 

0円から、受渡差金87 1万4000円を控除した 94 ・7 8万80 8.・ 

0円は、本件先物取引口座の証拠金から精算された。 （乙 15口～

7 頁〕）・• .

（エ）本件仕入れ1~3に係る作成書類

原告と＇・は、本件仕入れ 1~3について、以下の内容の令和2年2

月6日付け「動産質権設定の覚書」、 「対象物の確認書」及び、「物品借

2.5 用書」を作成した。その内容は、以下のとおりである。 （乙 11の1)

a 金銭消費貸借契約（第 1条）

11 



● , 

5
 

・ は原告に対し、弁済期を令和5年10月31日として．（ただ

し、令和3年10月31日までは弁済不可）、本件仕入れ1~3の購

入代金等の合計額1億 6482万64 5 0円を貸し付ける。返済方法

は、追つて■疇定する。
b 質権設定（第3条）． ． 

●

0

.
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原告は、上記aの債務の履行を担保するため、・本件金瑶金1~3に

質権を設定し、 ・・はその引渡しを受けた (1項） ・o・ は、引渡し...... ．． ．． 

• 10 

を受けた動産について、利用及び使用できることとする。さらに、生

じた果実については、利息に代えて・・に帰属することとする・(2項）。・

c 流質（第5条） ・

.'原告が弁済期に上記aの債務の支払をせず、又は期限の利益を喪失

した場合は、 |~ 原告に対して、何らの通知も要せずに、•動産を

任意に売却し、その代金を上記aの債務の弁済に充てることができる

(1項）。

15 ． （オ）金地金の保管

原告は、 ・・に本件金地金1~3を引き渡し、 ．は、これらを保管・

した。 （乙 11の1、・乙35 (7頁・答3・3〕）

（力）金地金の売却

・ は、本件金地金1~3を、別表1-1の順号1~3の「売却日付」．

20 • .欄記載の日に、 「売却先」欄記載の業者に対し、 「売却金額（税込）」

欄記載の金額で売却した。 （乙 1.6・〔8；10、12.、14頁〕）
イ 令和2年3月課税期間に購入した金地金に係る取引 ・

. : (7)令和2年3月2日付けの金地金の購入．（本件仕入れ4)

••• a ・は、令和2年3月2日、本件個人預金口座iから、本件原告預

金口座に4・ 5 0 0万円を振込送金した。．（乙 9、10) 

b 原告は、令和2年3月2旧＇、別表 1・,-2の順号4記載のとおり、．

25 

12 



. 5・

•e 
．
 ．
 
｀
 
．．
 
．
 

會

心

・

奪
~

•• 

● ●....  ....' •• 
｀會．i． .. ... •・

ーから、同「番号」欄記載の金地金(•主件金地金4) を購入

し、同月 3日、代金4884万円を本件原告預金口座から振込送金す

・る方法により支払った（本件仕入れ4)。 ・（乙10、13) 

（イ）本件仕入れ4に係る作成書類・

原告と・は、本件仕入れ4について；令和2年3月3日付け「動産

質権設定の覚書」、「対象物の確認書」及び「物品借用書」を作成した。・

その内容は、上記ア（エ）のものと同旨である。 （乙 11の2)

（ウ）金地金の保管

原告は'‘ ・・に本件金地金4を引き渡し、・・}ま、これを保管した。

（乙1・1の2、乙35 げ頁、答33〕・）・

(:r.)金地金の売却

9・は、本件金地金4を、別表1-2の順号4の「売却日付」禰記載

の日に、 「売却先」欄記載の業者に対し、．「売却金額＇（税込）」欄記載

の金額で売却した。．（乙 16 (1 4頁〕）

15 ・ ~. ' . ウ 令和2年4月課税期間に購入＇した金地金に係る取引．

10 

• 20 

（ア）令和2年4月 1日付けの金地金の購入（本件仕入れ5)

a ・・ま、令和2年・3月5日、本イ生個人預金口座2及び本件一

預金口座から、それぞれ5300万円及びi'1o・ o万円，

を引き出し、・・名義で本件原告預金口座に合計6400万円を振り ． 

込んだ。さらに、一は、令和2年4月1日、本件個人預金口座1か．．

らく本件原告預金口座に 1億10 0 0万円を振込送金・した。＇： （乙9、'

1 0、19) 

b 原告は、令和2年4月1．日、別表 1-:-3の順号5記載のとおり、．

に対し、＇．同「重量 •(k g)」欄記載の重量の金地金の購

25 入を注文し、同月 2日、：代金48'3 2万8000円を本件原告預金口 ．．

座から振込送金する方法により支払い、購入した金地金を一

13 



・■'へ混蔵寄託した（本件仕入れ5)。・・（乙10、20、21) 
（イ）・令和2年4月6日付けの金地金の購入（本件仕入れ6及び7)

a 当該購入に係る原資の送金は、 ．上記(7)aのとおりである。'

5
.
 

b 原告は、令和2年 4月6日、別表1-3の順号6及び7記載のとお

り、一 に対し、同「重量（kg)」欄記載の重一
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會

倉
量の金地金の購入を注文し、・同月7日、代金合計60 (). 0万円を本件

.. ` ~ ・ • ,...... ． ．． 
原告預金口座から捩込送金する方法により支払い、購入した金地金を

ヘ混蔵寄託した（本件仕入れ6及び7)・・。 （乙 10、

22~24、35'〔36.‘ ‘,37頁〕） ．．

10 • （ウ）令和2年4月9日付けの金地金の購入（本件仕入れ8)

, a 当該購入に係る原資の送金は、上記（ア） aのとおりである。・

16 

b 原告は．、令和2年4月9日、別表1-3の順号8のとおり、 一

ー に対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金8)の購入

を注文し、同月i0日、代金63 8 3万円及び配送手数料16. 5 0円・

の合計額63 8 3万1・65'0円を本件原告預金口座から振込送金する

方法により支払った（本件仕入れ8)。・ （乙10、25、乙34の1

〔・3頁〕）

（エ）本件仕入れ5~8に係る作成書類

20 

25 

原告と・'は、本件仕入れ5~8について、令和2年4月1・日付け「動

産質権設定の覚書」：、 「対象物の確認書j及び「物品借用書」．を作成し

た。9• その内容は、上記ア（エ）のものと同旨である。 （乙 11の3)

（オ）金地金の保管

a .• 本件仕入れ5~7 対応分

．原告が本件寄託口座を通じた取引により取得した金地金の保管状 ＇

況は、後記シのとおりである。

b 本件仕入れ8対応分

14 
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原告は、・・iこ本件金地金8を引き渡し、．は、これを保管した。． ＇

•（乙 1 1の3、乙35 口頁、答33〕＇）

（力）金地金の売却

a 本件仕入れ5~7対応分

原告が本件寄託口座を通じた取引により取得した金地金の売却状

況は、後記シのとおりである。

b 本件仕入れ8対応分 ..'.

·＇ま、 •本件金地金 8 を、別表 1-3 ·の順号8 の「売却日付」欄記
載の日に、 「売却先」欄記載の業者に対し、．「売却金額（税込）」欄

記載の金額で売却した。 （乙 16 〔16、18,. 2、゚ 3゜頁〕、乙・

. 2 6の1〔5頁〕.).． ．

ェ ・令和2年7月課税期間に購入した金地金に係る取引

．（ア）令和2年7月2日付け、の金地金の購入（本件仕入れ9)

a ・は、令和2年7月1日、本件個人預金口座iから、本件原告預・

m 金口座に6000万円を振込送金した。 ＇（乙9、10) 

b 原告は、令和2年7月2日、別表 1-4の順号9記載のとおり、．

ーに対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金9)の購

入を注文し、同月3日、代金6754万円を本件原告預金口座から振

込送金する方法により支払った・（本件仕入れ，）。（乙 10、1 3) -

20 （イ）、令和2年7月9日付けの金地金の購入（本件仕入れ10) 

a ・は、令和2年7月3日、本件個人預金口座1から、本件原告預

金口座に 5000万円を振込送金した。 （乙 9、.10) 
b 原告は、令和 2年7月9 日、別表1-4の順号10記載のとおり・、

に対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金 10) し

25 の購入を注文し、同月 10日、代金6894万円及び配送手数料16 

50円の合計額68 9 4万1.6 5 o・円を、本件原告預金口座から振込

15 
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送金する方法により支払った（本件仕入れ10）。（乙 10、34の1

〔4頁〕）

（ウ）令和2年7月21日付けの金地金の購入① （本件仕入れ1.1) 

・a .は、令和 2年7月17日‘及び同月 20日、本件個人預金口座1 .

から、本件原告預金口座t•こそれぞれ 7000 万円及び 1 億4000 万

円を振込送金した。 （乙9、.1 0) 

b 原告は、．令和2年7月21日、別表1-4の順号11のとおり■
に対し、同「番号」欄記載の金地金．（本件金地金-11) 

ー ・

の購入を注文し、同月 22日、代金69 3 7万円及び配送手数料16 

10'... • • • 5, 0円の合計額69 3 7万16 5 0円を、・本件原告預金口座から振込

送・金する方法により支払った（本件仕入れ•1 · 1 >-o（乙 1 0、34の1

〔5頁〕）．

．（エ）令和2年7月21日付けの金地金の購入② （本件仕入れ12) 

a 当該購入に係る原資の送金は、上記（り） aのとおりである。

b 原告は、令和2年7月21 日、別表・1~4 の順号 1 2記載のとおり、9

に対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金．12) 
— · 

の購入を注文し、同月 22日、代金69 3 7万円迄本件原告預金口座

から振込送金する方法により支払った・（本件仕入れ12）。（乙 1.0、

1 3) 

20 （オ）令和2年、7月・22日付けの金地金の購入（本件仕入れ1・3)

a 当該購入に係る原資の送金は、：上記（ウ） aのとおりである。

1•5 

.,,-

b 原告は、令和 2 年 7 月 22 日、•別表 1-4 の順号 1.3 記載のとおり、

に対し、同「番号」＇欄記載の金地金（本件金地金 13) 

の購入を注文し、同日、代金70 0 1・万円及び配送手数料16 5 0円

25 の合計額70 0.1万16 5 0円を本件原告預金口座から振込送金する

方法により支払った（本件仕入れ13）。（乙 10、27、34の1〔6． I 

16 



頁〕）

（力）令和2年7月27日付けの金地金の購入（本件仕入れ14)、

a ・'は、令和2年7月27日、本件個人預金口座1から、本件原告

預金口座に 7300万円を振込送金した。 （乙9、.,10) 
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10 

b 原告は、令和2年7月27日、別表 1-4の順号14のとおり、．

ーに対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金14)の

購入を注文し、同日、代金7230万円を本件原告預金口座から振込

送金する方法により支払った、（本件仕入れ・14）。（乙 10、1 3) 

（キ）：本件仕入れ9~14に係る作成書類
•原釦■は、本件仕入れ 9~14 について、令和2年 7 月 6 日付け
「動産質権設定の覚書J、・「対象物の確認書」及び「物品借用書」を作

成した。．その内容は、上記ア（エ）のものと同旨である。・（乙 1・1の4)

・ 1

（ク）金地金の保管 ． 

原告は、 ・に本件金地金9~14を引き渡し、・・lは、これを保管
15 • した。． （乙 11の4、乙35 • 7頁〔答33〕）

・（ケ）金地金の売却

20 

・は、本件金地金9~14を、別表1-4の順号9~.14の「売却

日付」欄記載の日に、・「売却先」欄記載の業者に対し、 ・「売却金額（税

込）」欄記載の金額で売却した。 （乙16 ⑫ 2、24、̂26、28、

30、32、-34、36頁〕） ＇

才令和2年8月課税期間に購入した金地金に係る取引

（ア）令和2年8月6日付けの金地金の購入① （本件仕入れ15) 

. 21;i. 

・a .は、令和2年8月4日及び同月6日、本件個人預金口座1から、

本件原告預金口座にそれぞれ1億30 0 O・万円及び22 o・o万円を振

込送金した。 （乙9、10) • 

b 原告は：令和2年8月6日、別表 1-5の順号15記載のとぉり、

17 
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に対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金 15) 

の購入を注文し、同日、代金76 5 1万円を本件原告預金口座がら振

込送金する方法により支払った（本件仕入れ15)・。（乙10、13) 

（イ）令和2年8月6日付けの金地金の購入②，（本件仕入れ16) 

a 当該購入に係る原資の送金は、上記（ア） aのとおりである。

b ．原告は、令和2年8月 6日、別表1-5の順号16記載のとおり、

に対し、・同「番号」欄記載の金地金（本件金地金.1 6) 

の購入を注文し、’同日、代金7651万円及び配送手数料1°.65.0円 ， 

の合計額76 5. 1万 1650円を本件原告預金口座から振込送金する ．

方法により支払った（本件仕入れ16）。（乙 10、.34の1[7・頁〕）’

（り）令和2年8月17日付けの金地金の購入（本件仕入れ17,•) 

a.••は、令和2年 8月 1 7日、本件個人預金口座1から、本件原告
預金口座に 1億 60 0 Q万円を振込送金した。・（乙9、10) . 

b 原告は、令和2年8月・17日、別表19-5の順号17記載のとぉり、

16 - に対．し、 鳥同「番号」欄記載の金地金（本件金地金17) 

の購入を注文し、同日、代金73 5 3万円を本件原告預金口座から振

込送金する方法により支払った（本件仕入れ17)ci （乙1a、、 1 3) 

20 

・（エ）令和2年8月20日付けの金地金の購入① （本件仕入れ18). 

a - は、令和2.9年8月20日、本件個人預金口座1から、本件原告

預金口座に7600万円を振込送金した。 （乙9、10) 

b 原告は、令和2年8月20日、別表1-5の順号18記載のとおり、

に対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金18). 

の購入を注文し、同日、、代金7298万円及び配送手数料16 5 0円

．の合計額7298万16 5 0円を本件原告預金口座から振込送金する

25 方法により支払った（本件仕入れ18）。（乙10、34の1 ⑬頁〕）l

｀ （オ）令和2年8月20日付けの金地金の購入② （本件仕入れ19) 

18 



a 当該購入に係る原資の送金｝ま、上記（エ） aのとおりである。

•b 原告は、令和2年8月20日、別表 1-5の順号19記載のとおり、

に対し、同「重量 (kg)」欄記載の重量の金地金の '.

購入を注文し、同日、代金10 0 0 万円を本件原告預金口~から振込

送金する方法により支払い、購入した金地金を一べ混蔵5
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寄託した（本件仕入れ19)・。 （乙 1.0、11の5 ⑲頁〕）
・（力）令和2年8月20日付けの金地金、の購入③ （本件仕入れ2O.) 

．，．． .. a 当該購入に係る••原資の送金は、上記（エ） aのとおりである。

b 原告は、令和2年8月2・0日、別表 1-:-5の順号20記載のとおり、

10・ に対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金20)・‘ • 

の購入を注文し、同日、代金72.9 3万円を本件原告預金口座から振

＇込送金する方法により支払った（本件仕入れ 20)。（乙 10、13). 

（キ）令和2年8月28日付けの金地金の購入（本件仕入れ21)・

a ・は、．令和2年8月27．日、本件個人預金口座1がら：本件原告

..・'  

15 預金口座に1億48:0 0万円を振込送金し、本件仕入れ20後の残金 ・

と合わせた口座残高は、・ 1億5565万78 4 6円となつた。（乙9~、

1 0). 
＇ ． 

20 

. b 原告は、令和2年8月28日、別表1-5の順号21記載のとおり、9

ーに対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金21)-の購．

入を注文し、同日、代金 7••3.1 9万円を・本件原告預金口座から振込送

金する方法によ・・り支払った（本件仕入れ21）。（乙10、28、29 • 

〔2頁〕．）

（ク）本件仕入れ15~2 1に係る作成書類

『25

；原告と・は、本件仕入れ15~2 1について、令和2年8月6日付

け「動産質権設定の覚書」、 「対象物の確認書」及び，「物品借用書］を・

.f 
作成した。その内容は、上記ア（エ）のものと同旨である・。 （乙11の5) . 

19 
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（ケ）金地金の保管

a 本件仕入れ15~1 8、20及び21対応分

原告は、・ に本件金地金15~1 8、20及び21を引き渡し、

・ は、これを保管した。 （乙 11の5、・乙35 口頁、答 33〕）

b 本件仕入れ19対応分

原告が本件寄託口座を通じた取引により取得した金地金の保管状

況は、後記シのとおりである。：

（コ）金地金の売却

10 

a 本件仕入れ15~1 8、26及び2・1対応分 ．

・ は、本件金地金 1・ 5~1 8、.2・o及び21を、別表1・-5の順．

号15~1•8 、 20 及び 2 1の「売却日付」．欄記載の日に、「売却先」

欄記載の業者に対じ、「売却金額（税込）」．襴記載の金額で、それぞれ

16 

売却した。（乙 16 (3 8、40、4.2、44、4 ,6、48頁〕） ． 

b 本件仕入れ19対応分

・原告が本件寄託口座を通じた取引により取得した金地金の売却状

況は、後記シのとおりである。

力 令和2年9月課税期間に購入した金地金に係る取引 ． 

（ア）令和2年9月1日付けの金地金の購入① （本件仕入れ22) 

20 

a 当該購入に係る原資の送金は、上記オ（キ） aのとおりである。

.b 原告は、令和2年9月1日、別表 1-6の順号22のとおり、 ・

・ に対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金22）の購入を・

注文し、同日、代金74 1 6万円を本件原告預金口座から振込送金ず

る方法、により支払った（本件仕入れ22)。・（乙10、2・，〔3頁〕、 3

O) 

25 （イ）令和2年9月1日付けの金地金の購入② （本件仕入れ23) 

・a 当該購入に係る原資の送金は、．上記オ（キ） aのとおりである6

. 20 

I 



b 原告は、令和2年9月1日、別表1-6の順号23のとおり、・ • 

：一に対し・、同「重量（kg)」欄記載の重盤の金地金の購入を

注文し、同日、代金800万円を本件原告預金口座から振込送金する

ヘ混蔵寄託した

5 . 

方法により支払い、購入した金地金を＿ 
（本件仕入れ23）。（乙2〔4枚目〕、乙 1・o ~ 

嶋
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（り） • 令和2 年 9月 1 4日付けの金地金の購入（本件仕入れ24)-. 

a..'は、令和2年9月2日及び同月 10日、本件個人預金口座1か・

ら、 • 本件原告預金口座にそれぞれ 7・_2. ・o o万円』及び7・2・,80万円を振

込送金した。 （乙9、10) 

b 原告は、令和 2年9月 14日、別表 1-6の順号24のとおり、．

ーに対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金24)の購入

20 

・を注文し、同日、代金73.4 1万円を本件原告預金口座から振込送金

する方法により支払った（本件仕入れ24)。・（乙10、29〔4頁〕）

（エ）令和 2 年 9 月 1• 5 日付けの金地金の購入 •（本件仕入れ 2 , 5)

15 • a 9．当該購入に係る原資の送金は、・上記（ウ） aのとおりである。

b 原告は、令和2年9月15日、別表1-6の順号25のとおり、．

に対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金2'$)

の購入を注文し、同日及び同月16.9日、代金73 6 6万円及び配送手
数料16 5 0円の合計額73 6 _6万1650円を、本件原告預金口座 ．

から振込送金する方法により支払った＇（本件仕入れ 25）。（乙 10、

34の1(9頁〕）

（オ）本件仕入れ..22~、25に係る作成書類

＇ ・ 原告と’■は、本件仕入れ22~25について、令和2年9月1日付
・け「動産質権設定の覚書」、→「対象物の確認書」及び「物品借用書」を

25 作成した。その内容は、上記ア（エ）のものと同旨である。 （乙 11の6)

．（力）金地金の保管

21. 



． 5 

蟻

"

,

．．
 
．
 

電

．
．．
 
●

●

’遍

．． 

~.

4 

ー

≪

で

・

・

・

.

・

e
o

り

●

會

e

"

9

.

 

10 

a 本件仕入れ22、24及び25対応分

. 、原告は、・・ に本件` 金地金22、24及び25を引き渡し、・は、
これを保管した。 （乙 11の．6、乙35〔・7頁、答33〕）

・b 本件仕入れ23対応分．． 

原告が本件寄託口座を通じた取引により取得した金地金の保管状

況は、，後記シのとおりである。・

（キ）金地金の売却

a・ 本件仕入れ2,2、24及び・25対応分

．． ．＇ま、本件金地金 2 ..2 、 · 2 · 4 及び 25を、別表1~6 の順号 22• 、

24及び2・5の「売却日付j．欄記載の日に、「売却先」欄記載の業者に

対し、「売却金額（税込）」欄記載の金額で、それぞれ売却した。（乙 1

6 [ 50、52、54頁〕）

b 本件仕入れ23対応分 ． 
9,” 

原告が本件寄託口座を通じた取り1により取得した金地金の売却状況

15 • は～後記シのとおりである。 ・

キ 令和2年10月課税期間に購入した金地金に係る取引

20 

・・（ア）．令和2年1,o月9日付けの金地金の購入① （本件仕入れ26) 

a .'は、令和2年9月18日及び同月 29 日、•本件個人預金口座 1 ' 

から、本件原告預金口座にそれぞれ7200万円及び99 0 0万円を．

捩込送金した。 （乙 9、10) 

b 原告は、令和2年10月9日、別表1-7の順号26記載のとおり、

ーに対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金26)の購

25 

入を注文し、同日、・代金7884万8_o o o・円を本件原告預金口座か・

ら振込送金する方法により支払い、その頃、本件金地金26の引渡し

を受けた（本件仕入れ26)。原告は、上記振込送金の際に、振込手数

料550円を負担した。（乙10、..11の7 〔13、14頁〕）

22 



... -,. 

（イ）令和2年10月9日付けの金地金の購入② （本件仕入れ27) 

a.・当該購入に係る原資の送金は、上記（ア） aのとおりである。
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10 

5 5 0円を負担した。 ．乙 10、.iIの8 (1 0頁〕）
（り）令和2年 10月26.日付けの金地金の購入（本件仕入れ28) 

, a. ・は、令和2年10月9日、同月 2b日及び同月22日、本件個・.

人預金口座1から：本件原告預金口座にそれぞれ1億16 0 0万円、 ． 
1・.3 0 0万円及びl110 0万円を振込送金した。本件仕入れ27後の

残金と合わせた口座残高は、 2億4711万83 6 2円どなった。（乙

15 

b 原告は、令和2年10月9日、別表1-7の順号27'記載のとおり、

に対し、同「重量 (kg)」欄記載の重量の金地金の購

入を注文し、同日、代金10 0 0万円を本件原告預金口座から振、込送 ・

金する方法により支払い、購入した金地金を一へし混蔵寄

託した（本件仕入れ2・7)。原告は、上記振込送金の際に、・振込手数料

9、10) 

b 原告は、令和 2年10月26 日、別表 1·—.7 の順号 28記載のとお

り、一に対し、・同「番号」欄記載の金地金（本件金地金2

8)の購入を注文し、同日、代金70 9 1万円及び荷造送料1・45 5 

20 

円の合計額70 9 1万14 5 5円を本件原告預金口座から振込送金す

る方法により支払った（本件仕入れ28)。原告は、上記振込送金の際

に、振込手数料55 9円を負担した。（乙10、11の7〔・11頁〕）
（エ）令和2年10月29日付けの金地金の購入（本件仕．入れ29) 

25・ 

a・当該購入に係る原資の送金は、上記（ウ） aの、とおりである。―

b 原告は、令和2年10月29日、・別表1,-?の順号29記載のとお

り、一に対し、，同「番号」欄記載の金地金・（本件金地金29) 

の購入を注文し、同日、代金419 9万4000円を本件原告預金ロ

座から振込送金する方法により支払った（本件仕入れ29)。・原告は、

23 



上記振込送金の際に、振込手数料55 0円を負担したc（乙 10、・11 • 

の7 (9、10頁〕）

（オ）令和2年10月30日付けの金地金の購入① （本件仕入れ30) 

a 当該購入に係る原資の送金は、上記（ウ） aのとおりである。
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b 原告は、令和2年 10月 30日、別表1.:_7の順号30記載のとお

り、一に対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金30) 

・の購入を注文し、同日、代金4・17 9万円を本件原告預金口座から振

込送金する方法により支払った（本件仕入れ30) 。 •原告は、上記振込

. 19‘. 

送金の際に、振込手数料5・50円を負担した。（乙 1.o、11の7.(7、

8頁〕）

位）令和2年10月3・'0日付けの金地金の購入② （本件仕入れ31.及び3

2) 

a 当該購入に係る原資の送金は、上記（り） aのとおりである。 ．

b 原告は、令和2年10月30日、別表1-:7の順号3i及び32の

15 とおり、 に対し、同「重量 (kg)」欄記載の重量の各

金地金の購入を注文し、同日、代金合計4482万5000円を本件

• • 原告預金口座から振込送金する方法により支払い、 · 購入した金地金を

ヘ混蔵寄託した．（本件仕入れ31及び32)。原告は、

上記振込送金の際に、振込手数料5,50円を負担した。（乙 10、11 

の7・〔5、6頁〕）

（キ）本件仕入れ26~3 _2に係る作成書類

20. 

＇ ー

原告と・は、本件仕入れ2.6~32について、令和2年10月1日

付け「動産質権設定の覚書」、 「対象物の確認書」及び「物品借用書」

を作成した。その内容は、上記ア（エ）のものと同旨である。（乙 1lの7)

25 （ク）金地金の保管

a 本件仕入れ26及び28~30対応分

24 
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原告は、.に本件金地金26及び28~3 0を引き渡し、.は、

これを保管した。 （乙 11の7、乙35 げ頁、答3,3〕）

b •本件仕入れ 27 、 .3 1及び32対応分

原告が本件寄託口座を通じた取引により取得した金地金の保管状

．況は、後記シのとおりである。 ・

（ケ）金地金の売却

a・ 本件仕入れ26及び2g~3  0対応分
・ •は、本件金地金26 及び28~3 0を、別表1-7の順号26
及び28,~3 0の「売却日付」欄記載の日に、「売却先」欄記載の業者

に対し、「売却金額（税込）」欄記載の金額で、それぞれ売却した。（乙

1 6 〔56、．58 、 •6 ・2'6 4馴

b 本件仕入れ27、3.1及び百 2対応分 ．1 

原告が本件寄託口座を通じた取引により取得した金地金の売却状況

15 

は、・後記シのとおりである。

ク 令和2年11月課税期間に購入した金地金に係る取引..

・（ア）令和2年11月2日付けの金地金の購入（本件仕入れ33) 

a 当該購入に係る原資の送金は、上記キ（ウ）aのとおりである。
b 原告は、令和2年・11月2日、別表 1-8の順号33記載のとおり、

• 20 

I ． 

に対し、同f重量 (kg)」欄記載の重量の金地金の購

入を注文し、同日、代金100 0万円を本件原告預金口座から振込送

金する方法により支払い、購入した金地金を一へ混蔵寄

・ ． 託した（本件仕入れ•33 ）。（乙 1 0、11の8 ば頁〕）

（イ）令和2年11月6日付けの金地金の購入・（本件仕入れ34) 

a 当該購入に係る原資の送金は、・上記キ（り） aのとおりである。

25 ‘ , b'原告は、令デn2年11’9月6日、別表1-8の順号34記載のとおり、

に対し、同「重量 (kg)」襴記載の重量の金地金の購

25 
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～ー 入を注文し、同日、代金1Q 0-0万円を本件原告預金口座から振込送

金する方法により支払い、購入した金地金を一 へ1昆蔵寄

， 託した（本件仕入れ34）。（乙 10、11の8匡頁〕 9） ‘ 

（り）令和2年11月9日付けの金地金の購入① （本件仕入れ35) 

. a ■,}ま、令和2年1i月 10日、＊本件個人預金口座1から、本件原
・告預金口座にgoo・o万円を振込送金・した。 （乙9、lO) 

b 原告は：令和2年1・1月9日、別表 1'-8の順号35のとお仄■
に対し、同f番号」欄記載の金地金（本件金地金35)の

購入を注文し、同月 10日、代金86 0 6万4000円及び荷造送料

10 1 4 5 5円の合計額86 0・6万 54 5_5円を、本件原告預金口座から

振込送金する方法により支払った．（本件仕入れ35）。（乙 10 ~ 1 1・

の8 ⑲頁〕） ．
l• 

（エ）令和2年 1i月 9日付けの金地金の購入②（本件仕入れ36及び37) 

a 当該購入に係る原資の送金は、上記キ（り） aのとおりである。

15 

20 

. • b原告は、令和2年1-1月9日、・別表1-8の順号36及び37記載

のとおり、·····＇~ 同「重量 (k g)」欄記載の重量の
各金地金の購入を注文・し、同日、代金合計2193万円を本件原告預

金口座から振込送金する方法により支払い、購入した金地金を'-・・

ー ヘ混蔵寄託した（本件仕入れ36及び37)o （乙10、1-1 

の 8 げ、• 8頁〕） ．

（オ）令和 2年 11月26日付けの金地金の購入（本件仕入れ38) 

、.a ・ は、令和2年11月24日ー、同月 25日及び同月 26日に、本

件個人預金口座1から、本件原告預金口座にそれぞれ8700方円、

. 2.5 

. 8 9 0 0万円及び7100万円を振込送金した。 （乙9、10) 

b 原告は、令和2年11月26日、別表1-8の順号3.8のとおり、

に対し、同「重量 (k.g)」襴記載の重量の金地金の購

26 



入を注文し、同日、代金10 0 0万円を本件原告預金口座から振込送

金する方法により支払い、購入した金地金を一へ混蔵寄

託した（本件仕入れ38）。（乙10、.11の．8 〔10頁〕）

（力）令和2年11月27日付けの金地金の購入（本件仕入れ39) 

5
 

"' .• . 
會・-・-・・．．． ・●ヽ●．． ．．．． 9. .... .• ．．．． 

• • 
． 

10 

a 当該購入に係る原資の送金は、上記（オ） aのとおりである。

b原告は、令和2年11月27、日、別表1-8の順号39のとおり、

に対し、同「重量 (kg)」欄記載の重量の金地金の購

入を注文し、同日、代金10 0 0万円を本件原告預金口座から振込送

金する方法により支払い、購入した金地金を一へ混蔵寄

託した ．（本件仕入れ39）。（乙 10• 、 1 1の8 〔1l頁〕)

・（キ）本件仕入れ33~ggに係る作成書類．

• • 原告と・・は、、本件仕入れ3.3~39について、令和2年11月1日

付け ．「動産質権設定の覚書」、 「対象物の確認書」及び「物品借用書」

を作成した。 •その内容は、上記＼ア(:r.)のもの＇ と同旨である。（乙 1 1の8)'
. 15 . （ク）・金地金の保管

a 本件仕入れ35対応分
• 原告は、l~5を引き渡し、··は、これを保管し
た。 ・・（乙11の7、乙35 〔7夏答33〕） ‘

b 本件仕入れ33、34及び36:~3.g対応分

泌 ．． 原告が本件寄託口・座を通じた取引の方法により仕入れた金地金の

保管状況は、後記シのとおりである。

（ケ）金地金の売却

a_、本件仕入れ35対応分

. · •は、本件金地金 3 5を、別表1-8の順号35の「売却日付」

25 ・・ ． 欄記載の日に、．「売却先」欄記載の業者に対し、「売却金額（税込）」欄

記載の金額で、それぞれ売却した。（乙16.〔60、62 頁〕•)

・ 27



b 本件仕入れ33、34及び36~3 9対応分

原告が本件寄託口座を通じた取引の方法により仕入れた金地金の売

却状況は、後記シのとおりである。・

ケ 令和 2年1.2月課税期間に購入等した金地金に係る取引

5 . （ア）令和 2年12月1日付けの金地金の購入① （本件仕入れ 4 .0•)
ヽ... 

‘● ． 
,`. 

*... ... 
，，會’

a 当該購入に係る原資の送金ほ、上記ク（オ)aのとおりである。
．． i 

・ •.. ． . ~..、
«・・~ ．

彎 . .

．
 

・b 原告は、 ＇2年12月1日、別表 1-9の順号40記載のとおり、

に対し、同「番号」欄記載の金地金 •（本件金地金 4 0) 
— ... ' 

の購入を注文し＇、同日、代金 66 2・ 5万円及び荷造送料l04 5・・5円の ．

• 10・． ・合計額662 5m.4 5 5円を、本件原告預金口座から振込送金する・

・ヽ

・ ・方法により支払った（本件仕入れ40）。（乙_10、'.11の9⑭頁〕）

（イ）令和 2年l.2月1日付けの金地金の購入② （本件仕入れ41) 

a 当該購入に係る原資の送金は、上記ク（オ） aのとおりである。

b 原告ほ、令和2年12月1日、別表1-9の順号41のとおり ；■
115 • _,汲対し、同「重量（.kg)」欄記載の重量の金地金の購入

20 

を・注文し、同日、代金10 0 0万円を本件原告預金口座から振込送金

、・ する方法により支払い、購入した金地金を一 へ混蔵寄託

した（本件仕入れ41）。（乙10、11の9い0頁〕）

（り）令和 2年12月2日付けの金地金の購入（本件仕入れ42). 

a 当該購入に係る原資の送金は、上記ク（オ） a のとぉりである。 • .

b 原告は、令和2年12月2日、別表 17° 9の順号42のとお仄■
に対し、同「重葦（kg)」欄記載の重量の金地金の購入

を注文し、・同日、代金10 0 0万円を本件原告預金口座から振込送金 ， 

する方法により支払い、購入した金地金を-＇~ヘ混蔵寄託
25，・ した（本件仕入れ42)。．（乙 10、11の，〔 10頁〕） ． ．

（エ）・令和2年 12月3日付けの金地金の購入① （本件仕入れ43) 

• 28 



a 当該購入に係る原資の送金は、上記ク（オ）aのとおりである。
b 原告は、令和2年 12月3日、別表1-9の順号43記載のとおり、

に対し．、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金43) 

の購入を注文し、同日、代金61 3 1万70 0 0円及び配送手数料1

5
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6 5 0円の合計額61 3 1万 8650円を、本件原告預金口座から振

． 込送金する方法により・文払った（本件仕入れ43・）。（乙 10、1 1の

• 9 (8頁〕、乙34の2 〔2頁〕）．

（オ）令和2年12月3日付けの金地金の購入② t本件仕入れ44) 

a 当該購入に係る原資の送金は、上記ク（オ） a のとおりである•C

‘10  b 原告は、令和2年12月3日、別表1-9の順号4-4記載のとおり、

に対し、同「重量 (kg)」欄記載の重量の金地金の購

入を注文し、同日、代金1o・o o万円を本件原告預金口座から振込送

・金する方法により支払い、購入した金地金を ヘ混蔵寄、

託し応（本件仕入れ44 ）。・ • (乙 10 、 1 1の9 い0頁〕）

15 （力）令和2年12月3日付けの金地金の購入③ （本件仕入れ4.5) 

a 当該購入に係る原資の送金は、上記ク（す） aのとおり．である。

b 原告は、｛令和2年12月3日、別表 1:..._ 9の順号45記載の~とおり、

ーに対し、同「番号」・欄記載の金地金・（本件金地金45)の9購 ．

20 

入を注文し、同日、・イ心金7494‘万3000円を本件原告預金口座か

．ら振込送金する方法により支払うた（本件仕入れ45)。・／ （乙 10、3

2) 

（キ）令和2年12月15日付けの金地金の購入① （本件仕入れ46) 

a .'は、令和2年12月15日、・名義の本件個人預金口座1か

215 

ら、本件原告預金口座に4035万.58 6 3円を振込送金するととも

に、現金自動預払機から 30 6万円を入金した。 （乙9、1・ 0) 

b 原告は、令和2年 12月15日、別表1-9の順号46・記載のとお

29 



. I 

り、 に対し、•同「番号」欄記載の金地金（本件金地金 4

5
 

6)の購入を注文し、同日、代金33 8 9万円及び荷造送料145_5 

円の合計額33 8 9万145 5円を、本件原告預金口座から振込送金

する方法により支払った（本件仕入れ46）。（乙 10、11の9・〔6

頁〕） ． 一

•• 
• ．
 

•• 
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10 

（ク）令和2年12月15日付けの金地金の購入② （本件仕入れ4,7)

a 当該購入に係る原資の送金は、上記（キ）aのとおりである。

b 原告は、令和2年12月15 日、別表 1• ― 9 の順号47 記載のとお

り、一に対し、同「重量 (kg)」欄記載の重量の金地金

の購入を注文し、・同日、代金10 0 0万円を本件原告預金口座から振

込送金する方法により支払い、購入した金地金を 一へ混

蔵寄託した（本件仕入れ47）。（乙 1・0、.11の・i9 〔10頁〕）

（ケ）令和2年12月17日付けの金地金の購入①（本件仕入れ48). 

a .は、令和2年12月1.6日、本件個人預金口座1から、本件原

15 • .' ・ 告預金口座に8,100万円を振込送金した。 （乙9、1.0). 

b 原告は、令和2年1.2月17日、・別表1....:..., 、号48のとおり、．

20 

に対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金48) 

の購入を注文し、同日、代金‘66 8 9万円及び荷造送料14 5 5円の

合計額6689方．14 5 5円を、本件原告預金口座から振込送金する

方法により支払った（本件仕入れ4.8）。（乙 10、11の9 ば頁〕）

・（コ）．令和2年12月1・・7日付けの金地金の購入② （本件仕入れ49) 

• :. a 当該購入に係る原資の送金は、上記（ケ） aのとおりである。

b 原告は令和2年 12月17日、別表19-9の順号49のとおり、

に対し、同「重量 (kg)」欄記載の重量の金地金の購 ＇

25 入を注文し、同日、代金1000万円を本件原告預金口座から振込送

金する方法により支払い、購入した金地金を

30 

ヘ混蔵寄



託した（本件仕入れ•4 9）。（乙 16~ 1.1の9t 1 0頁〕）
（t)本件仕入れ40~49に係る作成書類

原告と・ ば 本件仕入れ40~49について、令和2年i2月1日

．付け「動産質権設定の覚書」、，．［対象物の確認書」及び「物品借用書」
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を作成した。その内容は、上記ア(:r.)のものと同旨である。(・乙 11・の9)

（シ）金地金の保管

a 本件仕入れ40、43、45、46及び48対応分

・原告は、・・に本件金地金40、43.、45、.46及び48を引き

渡し、l■は、これを保管した。 （乙 11の9、乙35 げ頁、答3
3〕）

b 本件仕入れ41、42・、44、.4・7及び4・9対応分

15 

原告が本件寄託口座を通じた取引の方法により仕入れた金地金の・

保管状況は、後記シのとおりである。

（ス）金地金の売却・

9.  a 本件仕入れ•40、:4 3、45ヽ・'46及び48対応分 ・．．
．． は本件金地金40、4'・3、],45、46及び4'8を、別表1-:-

9の順号4・0、43、45、46及び．48の「売却日付」欄記載の日

に、 「売却先」欄記載の業者に対し、 「売却金額（税込）」欄記載の

20 

25 

金額で、それぞれ売却した。• ・・（乙 3 3 ば、.・ 7、9、1 1頁〕）

b• 本件仕入れ4 1、42、44、.47及び49対応分

原告が本件寄託•口座を通じた取引の方法によ｀り仕入れた金地金の売

却状況は、後記シのとおりである。

コ 令和3年1月課税期間に購入等した金地金に係る取引

（ア）令和3年1月18日付けの金地金の購入（本件仕入れ50) 

a .は、令和3年1月18日、本件個人預金口座1から、本件原告

預金口座に6990万円を振込送金した。 （乙9、10) 

31 



b 原告は、令和3年1月18日、別表1・-1 0の順号50記載のとお

り、 一 に対し、同「重量（kg)」欄記載の重量の金地金

の購入を注文し、同日、代金67 2 8万円を本件原告預金口座から振

込送金する方法により支払い、購入した金地金を一 へ混，

蔵寄託した（本件仕入れ50）。（乙10、11の1゜〔5頁〕）

・（イ）本件仕入れ50に係る作成書類

原告と・は、本件仕入れ50について、・令和3年1月4日付け「動

産質権設定の覚書」．、 「対象物の確認書」及び「物品借用書」を作成し

5
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・

： ・・ た。その内容は、上記ア（エ）のものと同旨である。 （乙11の10) 

10 . （ウ）金地金の保管

原告が本件寄託口座を通じた取引の方法により仕入れた金地金の保

15 

管状況は、後記シのとおりで•ある。

・（エ）金地金の売却

原告が本件寄託口座を通じた取引の方法により仕入れた金地金の売

却状況は、後記シのとおりである。

サ令和3年2月課税期間に購入等じた金地金に係る取引

（ガ令和3年2月1日付けの金地金の購入① （本件仕入れ51) 

a ・ は、冷和3年2月1日、本件個人預金口座1から、本件原告預

金口座に1億4600万円を捩込送金した。 （乙9、.10) 

20 b・原告は、令和3年2月1、日、別表1-1 1の順号51記載のとおり、

に対し、同「番号」欄記載の金地金（本件金地金51) 

の購入を注文し、同日、代金7.5 8 8万9000円及び配送手数料1・

6 5 0円の合計額75 8 9万06 5 0円を、本件原告預金口座から振

込送金する方法により支払った（本件仕入れ5・1)。・（乙 10、11の

加 ． 1・1 〔6頁〕、 34の2 〔3頁〕)

（イ）令和3年2月1日付けの金地金の購入② （本件仕入れ5:2)

32 
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a 当該購入に係る原資の送金は、上記（ア） aのとおりである。

b 原告は、令和3年2月1日、別表 1-11の順号52記載のとおり、

に対し、同‘「番号」欄記載の金地金（本件金地金5,2)

の購入を注文し、・同日、代金62・2 8万9り00円及び手数料14 5 
5円の合計額62 2 9万0455円を、本件原告預金口座から振込送

・'金ずる方法により支払った（本件仕入れ52）。（乙10、11の11 

(5頁〕）、

（り）令和3年2月1日付けの金地金の購入③・（本件仕入れ53) . 

a 当該購入に係る原資の送金は、上記（ア） aのとおりである。

10 b 原告は、令和3年2月1日、別表1~.1 1の順号53記載のとおり、

に対し、同「重量 (kg)」欄記載の重量の金地金の購

・・入を注文し、同日、代金10 0 0万円を本件原告預金口座から振込送

金する方法により支払い、購入した金地金を一へ混蔵寄

・ 託した（本件仕入れ•53) 。・（乙 1. 0、1 1の11 〔7頁〕)

15 `(:i.)令和 3 年 2 月••1 8・日付けの金地金の購入（本件仕入れ．54) 

20 

.a.Iiiは、令和3年2月15日、本件個人預金口座1から．、本件原告

，預金・ロ座に95° 0万円を振込送金した。 （乙9、:(0) 
b 原告は、令和3年2月18日、別表l'---:1 1の順号54のとおり、

に対し、同「重量 (kg)・」欄記載の重量の金地金の購

入を注文し、同日、代金14 7万5000円を本件原告預金口座から

25 

振込送金する方法により支払い、購入した金地金を

混蔵寄託した（本件仕入れ54）。（乙 10、・1 1の11 げ頁〕・)

（オ）令和3年2月22日付けの金地金の購入（本件仕入れ55・) 

a 当該購入に係る原資の送金は、上記（エ） aのとおりである。

b 原告は、令和 3 年 2 月 22 日、別表 1· — 1 1の順号55のとおり、

ヘ

に対し、同「重量 (kg)」欄記載の重量の金'

33 
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地金の購入を注文し、同日、代金10 0 0万円を本件原告預金口座か

ら振込送金する方法により支払い、購入した金地金を

ヘ混蔵寄託・した（本件仕入れ55）。（乙 10、1 1の11 〔7頁〕)

（力）本件仕入れ51~53及び55に係る作成書類

原虹■は、本件仕入れ51~5 3及び55について、令和3年2
月1日付け「動産質権設定の覚書」、・「対象物の確認書」及び「物品借

用書」を作成した。その内容は、上記ア（エ）のものと同旨である。なお、

本件仕入れ54に係る金地金は上記覚書等の対象となっていない。 （乙

11の11) 

10 （キ）金地金の保管

15 

a 本件仕入れ51及び52対応分

原告は、 ＇■に本件金地金51及び52を引き渡し、・は、、これ
を保管した0 （乙3'5〔7頁、答33〕）

b 本件仕入れ53~55対応分t

原告が本件寄託口座を通じた取引の方法により仕入れた金地金の

保管状況は、後記シのとおりである。

（ク）金地金の売却

20 

a 本件仕入れ51及び52対応分

・ は、本件金地金51及び本件金地金52の一部を、別表1-1

1の順号51及び52の「売却日付」欄記載の日に、 「売却先」欄記

載の業者に対し、 「売却金額（税込）」欄記載の金額で、それぞれ売

25 

却した。 （乙26の2 〔釘 4、6頁〕、 33〔13頁〕）

b 本件仕入れ53~55対応分

原告が本件寄託口座を通じた取引の方法により仕入れた金地金の

売却状況は、後記ジのとおりである。

シ 本件混蔵寄託取引により取得した金地金の保管及び売却状況

34 
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• 10 

の■＇に よる保管及び売却
a 保管状況

原告名義で一 へ混蔵寄託された金地金は、同社の専用

金庫で保管された後、別表2-1のとおり、原告により 6回にわたっ

て順次引き出され、 ··に引き渡され、·により保管され•た。（乙 3

4の1 〔・11~1 3頁〕・、3.4の2 ⑲ ~1 1頁〕、 35 [8頁、答3

9〕．． ）・

b 売却

. ・ は、保管していた本件金地金A~Fを、別表2-・2の「売却日

付」欄記載の日付に、・「売却名義」欄記載の，売却名義で、 ．「売却先」欄

記載の売却先業者に対し、 ・却金額（税込）」欄記載の・金額で売却し

た。（乙 16 〔16、18ヽ 20ヽ 24ヽ 60頁〕、 26の2・〔4～ ● 6 

．頁〕、 33 t 3、.13頁］、． 36、3.7) 

（イ）原告名義での売却

15 原告名義で

．＼ 

ヘ混蔵寄託された金地金の一部

は、・別表2-1のとおり、 12回にわたり、原告名義で売却された。（乙

34の1 〔14～l6頁入 34の2.(12,.,_,2._o頁〕）

(4) 本件仕入れ54に係る事実関係

．ア 原告は、本件仕入れ54による金地金の取得を、令和 3年2月期の総勘

, 20 定元帳に仕入高の勘定科目で「権利質残高調整」として計上している。（乙

40 ⑬ 3頁〕） ．

ィ ・・ 比原告に対する法人税等の税務調査の際、 ・・税務署の職員に対

し、本件仕入れ54に係る金地金に質権を設定していない理由を尋ねられ、

「法人で売却した分について、質権設定しているのに・『なんで法人で売っ

25 • ているのか』という指摘があるのではないかと考えて、それに見合う分を

法人で質権設定の対象とせずに購入したものである。」と説明した。（乙4

35 
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1・〔3、4頁〕） ．

(5) 原告の消費税等の確定申告及び更正の請求

ア 原告は、消費税等について、別表3の「確定申告」欄のとおり記載した

確定申告書をいずれも法定申告期限までに処分行政庁に提出した。

事実(3)イ） • 

イ 原告は、上記アの各確定申告に際し、以下の金員について、禰喪税等の

計算上、課税仕入れとして仕入税額控除の対象とした（別表4参照）。

①令和2年2月課税期間に購入した金地金の購入金額の総額1億 64 8 2 

万480 0円、本件仕入れ1に係る配送手数料16 5 0円及び本件仕入 ・

れ3に係る取引委託手数料及び受渡手数料の合計13万72 8・0円（乙

38の1 ば頁〕。なお、これらに加えて、株式会社設立登記手続費用

1 3万円及び開業費3万円を計上している。甲 2の1.3・枚目）

②令和2年3月課税期間に購入した金地金の購入金額4・8 8 4万円（乙 3

15 

8の2⑬頁〕）

・③令和2年4月課税期間に購入した金地金の購入金額の総額1億 7215

万8.00 0円及び本件仕入れ8に係る配送手数料16 5 0円・（乙38の

'3 〔4.、6頁〕）．｀

I • 

， 

20 ， 

25 

④令和2年7月課税期間に購入した金地金の購入金額の総額4億 17 5.3 

l 万円並びに本件仕入れ10、11及び13に係る配送手数料合計額49

50円（乙38.の4・〔4、， 6記） ． ．

⑤令和2年8月課税期間に購入した金地金の購入金額の総額4億55 6 5 

万円並びに本件仕入れ16及び18に係る配送手数料合計額3300円

に3s・の5・〔4、6頁〕）・＇． ．・．・

・⑥令和2年9月課税期間に購入した金地金の購入金額の総額2億29 2 3 

万円のうち本件仕入れ2・3の額8o 0万円を除いた額2億2.123万・円

及び本件仕入れ25に係る配送手数料1・65 0円（乙38の6 〔4.、6
 

36 ・ 



・' 
...
 

••. 頁〕）、

. 5 

．．．． 
．．
 

• ••• 
．
．
．
 

o

.

 

．． 

鬱
•
`
`
●
會

0

．．．．． 

警`

．．． 

⑦令和2年10月課税期間に購入した金地金の購入金額の総額2億883

6万700 0円、本件仕入れ28に係る荷造送料1455円、及び本件

仕入れ30~3 2に係る振込手数料合計11 0 0円（乙3,8の7 口、

6頁〕）

⑧令和2年1:1月課税期間に購入した金地金の購入金額の総額1億53 9. 

'. 9万400 0円及び本件仕入れ35に係る荷造送料1455円（乙 38 • 

． の8 〔生 6頁〕） ’
，
 • I ⑨令和2年12月課税期間に購入した金地金の購入金額の総額3億552

10 9万円並びに本件仕入れ4.0、43、4・6及び48に係る荷造送料又は

．配送手数料の合計額60 ·1,5 円（乙 38 の 9 ・〔 4、 • 6頁〕）．

． ⑩令和 3年1月課税期間に購入しだ金地金の購入金額67 2 8万円（乙3

8の10 〔・4、6頁〕） ．

20. 

⑪令和3年2月課税期間に購入した金地金の購入金額の総額1億59 6'5. 

15 万3・00 0円、本件仕入れ51に係る配送手数料16. 5 o'円、本件仕入． ．． 
・れ52に係る手数料14,5 5円及び原告が令和3年2月期の総勘定元帳

の支払手数料の額に計上した令和3年2月28日の振込手数料33 0 0 

円（甲 2の11 • 4枚目：乙 38の11⑭、 6頁）、乙40 (3 7頁〕）

ウ 原告は、．処分行政庁に対し．、令和3年3月22日付けで令和2年9月課

税期間の消費税等について、課税仕入れに係る支払対価の額に本件仕入れ

23に係る金額の計上漏れがあったことを理由として、別表3の「更正の

・請求」 ．欄のとおり記載した更正の請求書を提出した（本件更正の請求）。

（前提事実(4)、乙2)

3 本件各処分の適法性．（争点2)

25 (1) 実質的争点

本件各仕入れが仕入税額控除の対象となる課税仕入れ（消費税法30条1

37 
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項、 2条1項12号）に該当しない場合に、本件各課税期間の消費税等が本

件各処分のとおり算定されることは当事者間に争いがなく、本件の実質的争

点は、本件各仕入れが課税仕入れに該当するか否かである。
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15 

この点、法律上資産の譲渡等を行った者が単なる名義人であって、その資

産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係

る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が ．

行ったものとして、消費税法の規定が適用される（実質行為者課税の原則、

ぃ消費税法13条）。本件各仕入れの法律効果は形式的に原告に帰属するとこ •

． ろ、被告は、本件各仕入れの法律効果は実質的には原告ではなく・に帰属

すると主張するから、．：以下検討する。

． ．．・（2).検討

ア上記1の認定事実によれば、原告は■を代表取締役とするいわゆる．
一人会社であるから、・・は、原告を支配し、原告の意思決定を自由に行

い得る立揚にあったといえる。． ．．

ィ•本件各仕入れは、いずれも原告の名義で行われているが、①本件各金地
金の購入は、本件個人預金口座1．、本件個人預金口座2又は本件一

預金口座の預金を原資としており、・ ②・・自身も、原告に対

・・する法人税等調査において、原告が購入した金地金の資金原資は基本的に

·からの借入金である旨を述べている•（乙 3,5 ・〔 5 頁、答 2 1))。これ

20 らによれば、本件各仕入れに係る購入代金は、いずれも‘・が出捐した資

金が原資であると認められる。

ウ（ア）その上で、原告は、購入した本件各金地金を~ （ただし、

本件各混蔵取引により取得した金地金の一部は、①令和3年2月課税期

25 

間の末日に至るまで本件寄託口座から引き出されていないか、②引き出

す前に原告名義で売却されているため、・に対する引渡しが行われて

•いない。別表 2参照。）、ー·は、．原告から引渡しを受けた金地金を売却

38 
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し、その売却代金を得ている。ごのような取引経過に照らせば、原告は、

本件各金地金を運用して収益を得ることを予定しておらず、実際にも、

売却済みの金地金について売却益を得ていなかったと認められ、本件各

取引等は原告にとって経済的合理性のない取引であったことがうかがわ

れる。

（イ） a この点につき、・・及び原告は、本件各金地金を・に引き渡すに

・ 当たって購入代金を被担保債権＇とする質権を設定する旨の合意書（本

．．件各覚書）を作成している。．

b しかし、 ＇・ は、上記質権の被担保債権の弁済期（令和5年 1・ 0月

10 ;・ • 3 1日）が到来する前に、質権の目的物である本件各金地金を売却し、

15 

• さらに、原告fi■に対してこのことについて異議を述べていない（弁

論の全趣旨）：。このような取引経過や、:. が原告の意思決定を自由に

行い得る立場にあったことに照らせば、原告と・・が本件各金地金に ，

設定した質権は単なる名目上のものにすぎず、その実質を有していな ．

かったことが推認される。

c これに対し、原告は、①■による本件各金地金の売却は、商事質 ．， 
権に基づく処分として、又は消費寄託類似の性質を併有する上記合意

により許容されるものであるし、②＇・は後に本件金地金等を原告に

20 

25 

返還して清算する意思を有していたから、本件各仕入れは原告にとっ

て経済的合理性のあるものであったと主張する。

しかし、①民法34 9条にいう「処分」とは、弁済期が到来した時

点での処分をいう（同条、民法3、42条）から、弁済期到来前の本件

各金地金の売却が流質条項により許容されるものではない。また、本

件各覚書の表題が＇「動産質権設定の覚書」とされていることを踏まえ

れば、その法的性質は質権設定契約とみるほがなく、その他原告．．

■の間で未件各覚書の際に、客観的な記載と異なる合意をしていたこ
39. 
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と（消費寄託類似の性質を併有する合意をしたこと）を認めるに足り

る証拠はない。

また、②・が上記合意に反して被担保債権の弁済期の到来前に本

件金地金を売却しだこと（上記b)に照らすと‘・・は、原告との間

で質物の売却額と被担保債権額との差額を清算する意思を有していな

かったことが推認される。． この点、 l~が代表取締役を務める一

，と・との間で作成された、本件各取引等と同様の金地金の取引に係

．． ＇ る令和3年7月31日付け清算確認書（乙42:4..4〔・4枚目〕）．には、

• •と9·'·ゞ同日をもって質権及び金銭貸借の清算を完了した旨が
記載されている。しかし、 ・・'が原告と同様4・'一人会社であ
ること（乙8)|- が上記清算確認書を送付した際の事務連絡には

「一に対する税務調査を終了して下さい。」との記載がある ．‘ 

こと（乙44 〔ヽ3枚目））、上記清算書に記載された'’’力も一に

対する金地金の返却等がされたことを裏付ける証拠はないことに鑑み

れば、上記清算確認書は、上記推認を覆すものではない。

したがって、原告の上記主張はいずれも採用することができない。

（ウ）そうすると、本件各取引等は、原告にとって、利益の生じない経済的

し 合理性を欠く取引であったと評価するのが相当である。

= ・は、本件各取引等について、消費税等の確定申告を行っていない（上 '.. 
20 ・記2(1)イ）。他方、原告ば、本件各仕入れに係る購入金額を仕入税額控除の

10 

•15 

， 対象となる課税仕入れとして計上し、消費税等の還付金が発生する内容の

申告を行っている（上記 2(5)イ）。そ うすると、 l~ 本件各金地金の仕

入れについて自己の消費税等の納税を免れる一方で、原告において消費税

等の還付金を得ることができるという仕組みを利用するため、本件各金地

・,. 25 金の仕入れに原告を介在させたことが推認される。 ・ 

オ以上によれば、•本件各取引等は、·に利益が生じる一連の取引，であっ

• 40.・ 
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て、原告にとって利益が生じるものではなく、 ・ が原告の名義を借り．て

金地金を購入していたにすぎないと評価するのが相当であるから、本件各

仕入れの法律効果は、実質的には原告ではな<・・に帰属するというべき

である。そうすると、本件各仕入れは原告ではな<・が行ったものとし

て消費税法が適用される（消費税法13条）ため、本件各仕入れは原告に

.
,
.
 ．
 

．
 ▲― 
レ

・
●

攀

．
 

．． 

G
．
曹

．．． 
量

・

・

・

r

．
て
•

よる課税仕入れ（消費税法30条1項、 2条1項12号）に該当しない。

漕讐 •• ． ,̀. 

なお、本件仕入れ54について質権設定の合意は存在しないところ、①

•本件仕入れ 5·4 で購入された金地金の重量 (0. 2. 2 0 0. 1 7 ・g O k g) 

• が、原告が本件寄託口座から直接売却した金地金の総重量 {O.22kg。 9

別表2-1参照）とほぼ合致すること、②総勘定元帳の．「権利質残高調整」＇

という文言、 ③■の税務調査の際の説明内容（上記2(4))に照らせば、
本件仕入れ54の目的は、 →・・のために質権が設定された体裁となってい

・るにもかかわらず原告が売却してしまった金地金を補填する点にあったも

のと推認される。そうすると、本件仕入れ5'4の法律効果が実質的に原告

． に帰属するとしても、•この事情により本件各仕入れに対する法的評価が左 ，

・右される、ことはない。・

(3) 小括

・したがって、本件各処分はいずれも適法である。

4 結論

2。 以上より、原告の本件訴えのうち、・別紙却下部分目録記載の部分はいずれも

不適法であるからこれらを却下することとし、•その余の請求はいずれも理由が

10 

~5 

．．． ないからこれらを棄却することとして、主文少とおり判決する。

神戸地方裁判所第2民事部

25 

41 
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別紙

当事者目 ・録

原 告

5 同代表者代表取締役

• ． 
e・鸞 .. 書"-... ，會 同訴訟代理人弁護士． ．酒 井 ＇，尚 土・
零‘ •• ＇ 
．．．． 會

東京都千代田区霞が関 1-i...:....1 ....電．，..・
亀． .. • • ．． 
”. 被 告 国

. I 

同代表者法務大臣 .‘鈴 木 馨 祐

10 • 処’分 行政庁 ・姫路税務署長

松 本 智香子，

被告指定代．理人 塚 ・・上 公．．・ 
裕 ・

同 ・・花 谷 愛 華

同 平 山 ・ 峻 ・・ 次

15 同 中 ・村，・ 和 音

同 ． 宮 ．．．脇 大 ． 輔 ・曾

同 ヘ 藤 野 理 絵

同 杉 浦． ・弘 浩

同 東 正 幸

20 同 岩 ． 崎 ・麻 衣

同 J II - 上' 貴 ・・大

以上・

43. 



別紙

却下部分目録

本件訴えのうち、以下の各部分の取消しを求める部分・

1 処分行政庁が令和3年12月24日付けでした原告の令和元年11月 1日か
5 ら令和2年2月29.日までの課税期間の消費税及び地方消党税に係る更正処分
●

畜
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10 

9のうち、還付金の額に相当する消費税の額11 7 0万87 7 3円及び地方消贅

税の額33 0万2474円をそれぞれ超えない部分

2 処分行政庁が令和3年.12月24日付けでした原告の令和2年 3月 1日から

同月 31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、還：

付金の額に相当する消費税の額346万3'19.9.円及び地方消費税の額9.7万

6 7 g. 9円をそれぞれ超えない部分・

3 処分行政庁が令和3年12月2・4日付けでした原告の令和2年4月 1日から ．

同月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、還 ． 

＇ 付金の額に相当する消費税の額12.20万76 84円及び地方消費税の額34

15 
：． 
. 4万3・19 2円をそれぞれ超えない部分

4 処分行政庁が令和3年12月24日付けでした原告の令和2年7月1日から

：同月 31 日までの課税期間の消費税及び地方消黄税に係る更正処分のうち、還ヽ•

付金の額に相当する消費税の額29 6 0万 7̀02.3円及び地方消費税の額83 

5万0698円をそれぞれ超えない部分

20 • 5・処分行政庁が令和3年12月24日付けでした原告の令和2年8月1日から9

同月 31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、、還 ．

付金の額に相当する消費税の額3230万99 6. i円及び地方消費税の額91 

25・ 

’↓ 1万930 6 5円をそれぞれ超えない部分

6 処分行政庁が令和3年 12月24日付けでした原告の令和2年9月 1日から

，．同月 30日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、還

44・
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付金の額に相当する消費税の額16 2 5万43'7.3円及び地方消費税の額45 

8万45 6 6円をそれぞれ超えない部分 ・

7 処分行政庁が令和 3年12月24日付けでした原告の令和2年10月1日か

ら同月 31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、

還付金の額に相当する消費税の額20_4 4万47 4 6°円及び地方消贅税の額5

7 6万64 6 6円をそれぞれ超えない部分．

8 処分行政庁が令和3年1,2月24日付けでした原告の令和2年11月1日か

ら同月 30日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、

還付金の額に相当する消費税の額10 9 1万67亙1円及び地方消費税の額3
10 0 7万90 9-4円をそれぞれ超えない部分

9 処分行政庁が令和 3年12月24日付けでした原告の令和2年12月1日か

ら同月 31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、‘

16 

還付金の額に相当する消費税の額25 1 9万20 0.1円及び地方消要税の額7、

1 0万5436円をそれぞれ超えない部分

1 0 処分行政庁が令和3年1/2月249日付けでした原告の同年1月1日から同
月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分のうち、還付

金の額に相当する消費税の額47 6万 8033円及び地方消費税の額13 4万

20 

4829円をそれぞれ超えない部分

1 1 処分行政庁が令和3年12月24日付けでした原告の同年2月1日から同

月28日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分（ただし、令

和5年3月30日付け裁決 （！ ）において一部取り消さ

れた後のもの）のうち、還付金の額に相当する消費税の額113 2万01 8'2 

円及び地方消費税の額319万28 7 1円をそれぞれ超えない部分

以上

25 

45 



別紙

賂語一覧表
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消費税等 ，

通則法

消費税及び地方消費税

国税通則法 ・

令和2年2月課税期間 1原告の令和元年11月1日から令和 2年 2月29日まで

の課税期間

令和2年3月課税期間i原告の令和 2年3月1日から同月3i日までの課税期間

令和2年4月課税期間 I原告の令和2年4月1日から同月 30日までの課税期間

こ：：：：：：：二ニ：：：：：：：：：ロニ：
令和2年9月課税期間 原告の令和2年9月1日から同月 30日までの課税期間

令和2年10月課税期 I原告の令和2年10月1．日から同月31日までの課税期

間 間

令和2年11月課税期 I原告の令界02年1.1月1日力屯ら同月 30日までの課税期

間・ 間

令和2年12月課税期原告の令和 2年12月1日から同月 31日までの課税期 ，、

間 ．間

令和3年1月課税期間 原告の令和3年1月1日から同月 31日までの課税期間

令和3年2月課税期間 I原告の令和 3年2月1日から同月 28日までの課税期間

-ヽ,・

46 



本件各課税期間

，， .. 
: : :..-~ ~ I本件各処分．． ...... ＇ 
≪ ●彎”.. .
、9・..、-.. • ... 

令和 2年2月課税期間、令和2年3月課税期間、令和2

年4月課税期間、令和2年7月課税期間、令和2年8月

課税期間、令和2年9月課税期間、令和2年i0月課税

期間、令和2年11月課税期間、令和 2年12月課税期

間、令和 3年1月課税期間及び令和3年2月課税期間・

①本件各課税期間の消費税等に係る各更正処分（ただし、

令和3年2月課税期間の消費税等に係る更正処分は、令 ，＇

和5年3月30日付け裁決（大裁・（諸）令4第53号）

'. Iにより一部取り消された後のもの）及び②本件各課税期

.. l 
/I間の消費税等に係る過少申告加算税の賦課決定処分（た

だし、令和 3年2月課税期間の消費税等に係る処分は、

令和5年3月30日付け裁決・（大裁（諸）令4第53号） ｀ 

• I •により一部取り消された後のも切

• 本件仕入れ 1~55 .I原告による購入先業者からの金地金の購入を、別表 1・の ，

順号ごとに「本件仕入れ1」~「本件仕入れ55」とい

゜
4

つ

本件各仕入れ 本件仕入れ 1~•53及び 5? .

――― 
＼． 

＼
 

~7 



本件各敢引
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①原告が現物取引による購入又は先物取引の受渡決済に

ヽ 1より金地金を取得しく②これを・iこ引き渡し、 ③・1・..
が引き渡しを受けた金地金を売却するという一連の取

・弓1。

本件各混蔵寄託取引 1①原告が寄託口座を通じた購入により金地金を取得し、

②これを寄託口座から引き出して・}こ引き渡し‘③|・,.

が引き渡しを受けた金地金を売却するというー連の取

本件各取引等 、1：：牛各取引及び本件各混蔵寄託取引

本件更正の請求＿＿口2年9月課税期間に係る消費税等の更正の請求

本件通知処分’・． 本件更正の請求について、更正すべき理由がない旨の通

•• I知処分 ． 

本件個人預金口座1 '’'名義の一銀行・支店の普通預金口座（口座

．，番号-) • 

本件個人預金口座2.1. 名義の-信用金庫一支店の普通預金口座

（口座番号一）

本件原告預金口座 '|原告名義の■信用金庫■支店の普通預金口座（口座
番号一） ． 

本件先物取引口座 I原告名義の■の商品先物取引口座
本件寄託口座． ．・|原告名義の一の会員制サービス（一

）による金地金の混蔵寄託等に係る寄

和1,~―名義のl··'信用金庫一支
預金口座 ． ・ ・店の普通預金口座（口座番号

48 
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本件金地金A~F

本件金地金1~55 I原告が現物取引による購入又は先物取引の受渡決済によ

り取得した金地金を、別表1の順号ごとに．「本件金地金

1」~「本件金地金5・5」という (5~7、19、23・、・

27、31~34、36~3 9、4l'.、4,.2、,44、4

7、49、50、53~5. 5は欠番）。

原告が寄託口座を通じた購入により取得し、寄託口座か

ら引き出した金地金を、別表2-.の「項目．」欄ごとに

「本件金地金A」~「本件金地金F」という。

本件各金地金

本件各覚書

' I①原告が現物取引による購入又は先物取引の受渡決済に

より取得した金地金及び②原告が寄託口座を通じた購入

により取得じ、寄託口座から引き出した金地金。

．＇原告と・が、本件各仕入れに際じて作成した「動産質

権設定の覚書」、「対象物の確認書」及び「物品借用書」

と題する書面並びにこれらの添付書類。

， 舵

'49 
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関係法令の定 ・め
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第1 通則法

（国税についての納付すべき税額の確定の方式）

第16条 国税についての納付すべき税額の確定の手続につい・ては、次の各号に

．』掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各

号に掲げるところによる。

ー・ 申告納税方式・，納付すべき税額が納税者のする申告により確定する

• 10 

ことを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算 '’ 

が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が

税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長

又は税関長の処分により確定する方式をいう。・

（賂） ・

2 （略）

15 （更正の請求）

第 23条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には＼

20 

5
 
2
`
 

当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年（第二号に掲げる場合の

うち法人税に係る場合については、十年）以内に限り、税務署長に対し、

その申告に係る課税標準等又は税額等（当該課税標準等又は税額等に関

し次条又は第ニ・＋六条（再更正）の規定による更正（以下この条におい

て「更正」という。）があった場合には、当該更正後の課税標準等又は

税額等）につき更正をす・ベき旨の請求をする、ことができる。

ー 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関

・ する法律の規定に従つていなかったこと又は当該計算に誤りがあった ・

ことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額（当該税額に関

し更正があった場合には、当該更正後の税額）が過大であるとき。

50 . 
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ー 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額 ' 

（当該金額に関し更正があった場合には、当該更正後の金額）が過少

であるとき、又は当該申告書（当該申告書に関し更正があった場合に

は、更正通知書）に純損失等の金額の記載がなかったとき。 ． ． 

三 第一号に規定ずる理由により、当該申告書に記載した還付金の額に

｀竃..
． 

.憂..,.“

,..、、
● .. 

相当する税額（当該税額に関し更正があった場合には、当該吏正後の

税額）が過少であるとき、又は当該申告書（当該申告書に関し更正が

あつ＇た場合には、更正通知書）に還付金の額に相当する税額の記載が

なかつたとき。 '

10 2~ 7 （略）

第2,消贄税法

（資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定）

第13条法律上資産の譲渡等を行ったとみ・られる者が単なる名義人であって、．

'その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の ・

15 ・ 譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、・当該対価 l

を享受する者が行ったものとして、この法律の規定を適用する。 • 

2 （略）

以上 、

51 



関表1-・1 令和2年2月鰈税期間

m |ml"I Ill入Bけ 1

一 金地金等9の購入・売却状況

1 I 1 -1 
令和 2年 2II s 日15 

小 計

＇令和 2年 2月 1tII I s 
2 I 1-2 

小計

e e・・:.... •1: 
... ~ ．． ....., .. 

6,243,000 
l 

&as.OOO 

辛̀
2“,ooo: 

.. 

9
 `
 

●
’
 ．
 

• 
＊

疇

9．．
 ．
 
＂ 

3 I 1-3 
令和 2 年 2 月公 II l~ " 

． .. 
令和 2竿 3月 3日

令和 2・ 隼 3 • 月 6 日

a07S•OOO 
石
&maOOO 

`2心•000'

&.075,o<io 

4、It ..

合計 (O)

"137,280 DI ― 103.502．-080 

”↓ねし細I 131,9301 .'01 IIM,9SS,73D 

別畏1-2 令和2年3月繹税簡間

．，●暑IIll弓l警号1 疇入日付 ＇ 

• 4 I 1-4 I初和 2年 3JI. 2 ~ I I 

合計(12))

別覆 1-3 ， 令和 •2年•4 月露税綱間

m|ml讐暑I ma付 l 

令和 2年 4月 I Ill I 
5 I 2-l I 

lヽヽ計，

令和 2年 4月 8.Bl l 
-s I 2:..2 I 、Iヽ 計

1・ I 2-3 
令和 2．零●月 6 Ill I 

小，tt

a I l-5 
令和 2.4.11 9日IID 

<. • 

小 ・計

合計！〇）

. t_,_;. 



別裏1-4 令和2年7月課税綱間

m|取9l"1 馘入B付 1 

．令和 2年 1JI 2 Pl 10 
9 I I -G 

小計

。
ーnt

 

．
 

n
 

7
 
年2
 
和令、

7
 

ー

。.̀ ．
 

~
 

・

亀

、

●
 

s．
曽

｀
、’
で

≪

.....',. ....... 
・.. • 9 ... ,. 

小計••

11 I 1-a 
令わ 2年 TJI 21 11I 10 

4、9t

12 I I, -9 
令わ 2年 7月 21日I10 令わ 2年・.11s. a 

IIヽ 計

．令和 2 年？月 Z2日I1a 
IS I 1-10 

小計

¢ゎ 2年 7月21a I 10・ 
14 I 1-11 

小計

合計 (O) ＂1，紐 ．OOOl 4．函I 2．函l 419,637.7001・ ，

9,51̀“n 

74,0韓•OOO

匹，3＂し四

f3' 



別表1-5 令和2年8月課税期間

. m|ml"I m E!付

．令和 2年 8月 6日I10 
is I 1-12 

小 at

... 

~ ~: ·• -~· 1:1&./1-1,3|令和 2年 8 月 6 日110 9 ｀ ↑.彎，●着
ヽ・・●，、.
・書.. ;. .•'. 

.. •會•畜
•清

9 * 小計・

令和 2年 8月 17日I10 
17 11-14 I.' 

• i』、It

18 11-1 s 
令和 2年 8月 20日I10 

小計

It I 2-,j |令和 2年 9月 20.Rll 
小計

.., 20 l l -1 6 
令和 2年 8月四日I10 

・小計

21 11-1 7 
令和 2年 8月 :8日I10 

小計

｀合計(~) ' 

吋翌攀l呼守`

合和 2隼 8月 19日

令和 2年 8JI II P 

3,3GOI 3．血l 磁組．細 439.910,000 

．灼L



... • 

別裏1-6 令和2年9月課税綱間

im|ml"1 ，疇入日付 1 

令和 2年 9月 l ~I 10 
2211-101 

小計 ．

．令わ 2年gJI'I 日II 
2:1 I 2-6 

4、It

“
 

••• 

．．
 
．
 

曾

．．
 ．．． 
．． 
、

●

”

.

も

電

．．
 
＇

＊

儘

e
o
`
e
`
 

e
.
^
・
,
"
 

1-1,9 
令和 2年 9/114日I10 

小・計

，令和 2年,JI 1s a.I 10 
2.1 I 1-20 

小計

合計（⑤｝•

、.' ¢タ

• ・



別豪1-7

lm |取引膏号I Ill入日付 '•

~ 11-21 
，令和 2竿 10月 9al II 

L 
小計

令和 2年 10月 9 日II 
!7 I 2-0 I 

小計

1r L • 

雫．
 

°・ 
讐

＊

．

 

e
萱

遭

．．
 

七

C

.

,

亡

ん

令わ 2年 10月蕊 11I JO 
28 1-1-221 

令和 2旱 II月 19日

.. ·•·.. '. 
奮...•.. ，． 

小計・

均 I1-2 3 I 
令和 2年 10月 29Ill 7 

小，計

紐 ll -2‘4 1 令和• 2.'II 10月 30~ I 1 

小計

令和 2年 IC月 30日II 

:·:.~国昏日l I 
:u, 676, 0001 

、,ft.計（⑦） 1, ml 3, 3opl 288, m，7S5 222, Ml, 000 

，！襄1-8 令和2年11月鰈税綱間

m |ml警号I ma伶 h .. 
令和 2年 11月 2月I1 

3l I 2-s I 
小計

令わ 2年 11月 6日II 
“12-1 0 l'  

小計

，令和 2年 II月 9日I・12 
3S | l -2 S 

｀ Jヽ̀ It 

：巳応賃：：I'

令和 2年JI月 26Rl l 
38 12-131 

小It

油 lz-1-1I令和 2年 11)1;!!Ill I 
小計 ．

合計•(®)

¢¢ 



別衷1-9'令和2年12月課税期間 ' 

m |l11t9Im| • .II入B付． • |戴量

．令和 2年 12月 I ~ I 10 
40 i l -2 6 

41 12-1 s 

Jヽヽ 計

令和 9年 19月 1 ~ I I 

Jヽヽ計

令和 2皐 l2J1 2 al l 
'212-IGI 

小計

讐 1會
℃ eセ・
9 ．鸞｀，． l●..,，， . ... 
、 ~..響

..  9: 疇會 ・・.lt,. I 43 | 1 -2 7 1令和 2年'ii}I 3日II 
... 
` .. ． 

・小 Ir • 

舎和 2年 12JI 3 日II 
4412-171 ・

小 Iト

• _ I 令和 2 年 12 月 , a1 12 
4611-28 

小It

' 1令和 2年 12月 IS.aI 5 
. 46 l l -2 9 
I 1ヽ,

＇トtt

令和 2年 12月 15Pl I 
47 12-181 

小 It

49 l l-3 0 
令和 2年 12月 ITa I】0

小計

令和 2年 12月 17日II 
•• 12-19 1 

小計

合計(<II))

令和 3年 1月 22II 

UIS! S.“゚ 300,982,000 

切



別覆1-10 令和3年＂！課税網問 ， 

::l::::I令和 3鵬::f't.ll18 11|-1 :9:; 
・ 合計鴎）．．

．胴豪 9-99 令和3年2月諜裏期間・

Im illll9l"•I Ill入日付． •I 験量

令和 3年 z.Jl I a(II 
51 11-31 I'. 

0』
.

B
 

•`· 
員
[

計小

2年3
 
和令

2
 
3
 

t
 
ー

.

a
 

,'-•, ,
..
..

.
・
 

It 

.

.
 

・
 

••• 

．． 
9

.・
 

．
 

、

.

'

℃

患

會

●

拿

｀

.
C
會

＇

會

e

.

會

鷺

f

會

金麟(I'll
｛聾込

6,768．函

6，？縞．蜘

11,7砥 OOO

6,768,000 

6.?1̀ OOO 

6,721.ODO 

6:721.OOO 

6321.OOO 

6. 92 1. ooo 

6,9“l,OOO 

6, 7紐．ODD

?4,210.OOO 

6,718.OOO 

6, 718,0DD 

．．  

小計

u 12-・21 I令和 3年 :.!.,.I Pl.I 
、l,It 

令和 3年 2月 18日II 

小計

令和 3¥ 2月と日II 
5512-2~• 計

・合計（⑩）
2 

54 I -

• 
13.“6.ooo 

IS9.“:I,000 

. I..SImla叫 162,5101 23.650|2.SJ3,002．叫

87,&18,000 

ぉ計 (Oないし心） l 2.053,6“.ooo|. 

． ， 

.. - . 

灼



＇ 

別妻2..:.,

本件寄託口座の推移

．
 

．
 
竃

●

・・・・`
•
『

・
冨

,`•· 
,
e
'
`
 

．

會

倉

胃賣．． ． 

．拿，， ~ ．． ,. ， 

年月日・ 寄`託重量 売却重量 返却重量 寄託残高 備考

令和 2年 4月 L13 8. 00000000 kg. 8. 00000000 kg 本件仕入れ5

令和 2年 4月 3日 ・s. 00000000 kg 0. 000~0000 k~；占も金A(臼...  
令和 2年 4月 6日 1. 69387961 kg 1. 59387951 kg 本件仕入れ6

令和 ．2年 4月 6 日 7. 95544949 kg 9. 54932900 kg 本件仕入れ7
l ヽ

0. 5蒻32900kg=ば金B（品番令和 2年 4月 8日 9. 00000000 kg 

令和 2年 5月 8El '0. 1'0000000. kg ,0. 44932900 kg 売却金額（税込） ：641,200円

令和 2年 6月 16日 ' o. 10000000 kg o. 34932900 kg 売却金額（税込）： 652,600円
令和 2 年 •8 月 20 日 1. 37230685 kg l. 72163585 ks 本件仕入れ•l 9 . 

L 
令和 2年 9月 1日 1: 08122720 kg 2. 80286305 kg 本件仕入れ23

令和 2年 10月 9日 ＼ 1. 3972~348 kg 4. 20009653 kg本件仕入れ27

令和 2年 10月 12日 3. 50000000 kg o. 70009653 kg本件金地金C)~o舌：-

令和 2年 10:Jl 14日 . • o: 00500000 kg 0. 69509653 kg 売却金額（税込）：35,145円

令和 2年 LO月 30日 . 1. 4S802 l 2.9 kg 2. 13311782 ~g 本件仕入れ31..

令和 2年 10月 30日 5. 00000000 kg ， ．． ． 
7. 1.3311782 kg 本件仕入れ32

令和 2年 11月 2 日
＼ 

0. 13311782 kg本件金地金D（品番：一） 7. 00000000 kg 

令和 2年 11月 2.日 1. ~204~2! kg 1. 66516709 kg 本件仕入れ33

令和 2年 11月 6 日 • l. 397?3348 kg ・ 2.96240057 kg 本件仕入れ34. 

令和 2'年 11月 9日 • l. 39645301 kg 4. 35885358 kg 本件仕入れ36

令和 2年il月 9日， 2. 60000000 kg 6, 8.5885358 kg 本件仕入れ37. 

令和 2・年 11月 10日 .0. 00100000 kg 6. 85785368 kg 売却金額（税込）：6,936円

令和 '2年 11月ii日 . 0. 00200000 kg 6. 85585358 kg 売却金額（税込）：13,888円 ・

令和 2年 11月 12日 0. 00100000 kg 6. 85細 368kg 売却金額｛税込）：6,91_3円

令和 2年 11月 16日
． ． 

0. 00200000 kg 6. 85285358 kg 売却金額（税込）：13,902円

令和 2年 11月 25日 6. 50000000 kg ・ - 0. 35285358 k本件釦也金E（）品番：一，

令和 2年 11月26日 1:. 48698885 kg 1. 83984243 kg 本件仕入れ38

令和 2年 1l月27日 1. 488981~4 kg 3.32882397 kg 本件仕入れ39 • 

令和 2年 12月 1日 1. 5li123380 kg 4. 84305777. kg 本件仕入れ41

令和 • 2 年 12 月 2 日 1.48544267切 6. 32850044 kg 本件仕入れ42

令和 2年 12月 3日 1. 47015684 kg 7. 7蹄65628切 本件仕入れ44・

令和 2年 12月 4日 0. 00200000 kg 7. 79665628 kg 売却金額（税込）：13,434円

令和 2年 12月 15日 l. 4 777 5972 kg 9. 27441600 kg 本件仕入れ47 ： 

令和 2年 l2月 17日 1. 45391102 kg 10. 72832702 kg 本件仕入れ49

令和 3年 1月 6日 • 0. 00200000 kg 
； 

10. 72632702 kg 売却金額（税込）：14,054円

令和 3年 1月 13日 0. 00200000 kg. • 10. 7Z43Z70Z kg 売却念額（税込）：13,566円

令和 3年 1月 18日 l 0. 00900000 kg 20. 72432702 kg 本件仕入れ50

令和 3・・年 1 月25 日 , 20. OOObOOOO kg 0. 72432702 ke:=~年（品番

令和 3年 2月 1日 1. 45180024 kg . 2. 17612726 kg 本件仕入れ53

令和 3年 2月98日 o. 00200000 • kg 2. 17412726 kg 売却金額（税込）：・13,464円

令和 3年 2~ 18日 0. 00100000 °kg 2. 17312728 kg 売却金額（税込）：6,628円

令和 3年 2月 18日 0. 22001790 kg . 2. 39314516 kg 別表1註Iの順号5・4に
記載の れ

令和 3年 2'月22日 l. 4907573 l kg 3. 88390247 kg 本件仕入れ55

合計 . 58. 103902470 kg 0. 220000000 kg ・54. 000000000 kg 191. 167897860 kg 

f々



別表 2-2

．本件金地金Aないし Fの売却状況

項目l 番号 売却日付 1. 売却名義 I ：売却先 1売却金額（円）
．（税込）

·• 6,473,000 
令和 2年 6月 9日1 | 

6,473,000 

6, 580;・000 

5 日l - 一
6,580,000 

6,580,000 
• 會

’’書・

｀會曹°

． 
• 6, 580, 000 

． ． 6,473,000 ,... .. ． 

令和 2年 6月 9 日
．．書't!: ． 

6,473,000 

6; 441,000 

― 
• -• 1 

6, 800, 9000 

一 6, 580, ooo 
6,'586, 000 

• B 令和 2年 5月 12日 6,411,000 

6,580,000 

— .. 一
6,580,000 

.6, 53~, 000 
令和 2年 6月・15日1・

6,532,000 

、6,941,000

一 一
6, 94~, 000'・ 

I 6,941,000 

3,470,500 

6,941,000 
し、

6,941,000 

6,941,000 

D.l l令和 2年 11月 17日1 一 - ・- 6,941,000 

6,941,000 

6,941,000 

6,941,000 

6,, 512,000 

6,512, 000, ・ 

一 • 一 I 
6,512, 000'・ • 

6,512,000,. 

-6,512,000 

• 6,512, 000 

/0 



-・ ! 

項目 1 番号 売却日付 I 売却名義 売却先 1売却金額（円）
（税込）

令和 3 年 2 月 19 日•|

I 
6,576,000 

- 9 

6,・576, 000 

6,718,000 

. 6,718,000 

ー ・

6,768,000 

一
6,768,000 

• 6, 718; 000 
令和 3 午 2 月：：：：bH ， 

'・ ． 會 ＇ 6,718,000 
’e,. •• . • 
e.. ． 6,576,000 ． ． 一...... ． 
倉會彎9 • • •F . ' 令和 3年 2月 19.日

6,576,000 

• ≪ ≪ ・・.. 
• ． 6,576,000 

6,576,、OQO

• 6,768,000 

6,768,000 

し日1 一
6, 76~, 000 

- 6,768,000 

6; 768,000 

6,768,000 

一
. 6, 72,、1,000

6,721,000 

I ' • 

ヽ

¢ I、



別表3

課税の経緯（消費税等）

！遵位：Pll

.. -. ．
 

．
 

●

‘

“

・

 ．

．

．

 .. -. 
．． 

曹

．
．
．
．
 
電

曹

9

、e
．雫．
．．

•e, 

｀ ｀ 

翡こ 礁定申告 更正の請求 通知処分等 更正処分等 審査請求 裁決

年 月 日 令和2年4月1日 令和3年12月24B 令和4年5月16日 令和5年3月30日

諜 税 標．準 額

゜ ゜
． 

＄ 消 消 費 税 ・額

゜
• 0 

2 

百 ヽ
年
控除対象仕入税額 11,108,773 

゜2 
月

納付すぺき消費税．額 △,lr, 708,773 

゜
全部取演し・ 棄却

! ．． 

消地 謀税標準となる消費税額 △ lt, 708, 773 

゜間 炉 納付ずぺき地方消費税額 △ 3,302,474' 

゜遁少申告加算税の額 .__.----- 2,226,500 

年 月 日 令和2年4月2日 令和3年12月24日 令和4年5月16日 令和5年3月30日

謀 税 標 準 額

゜
• 0 

令
．和

<
消費税額 .o 

゜2 
年 控除対象仕入税額 3,463,199 

゜3 
月

納付すべき消費税額 △ 3,463,199 

゜
全部取消し 棄却. g 

目！雰
課税標準となる消費税額 A 3,463,199 

゜
ロ・

．納付すべき地方消費税額 △ 976,799 
．． 

゜ ．． 
．． 

過少申告加，算税の額

-------
'639,500 

． • ,年 、月 日 令和2年5月31日 令和3年12月24日 令和4年5月16日 ・令和5年3月30日

I 

令
謀 税 標．準・額

゜ ゜和 梢 消 費 税・額

゜
．ヽ ＇ ． 

゜＇ ,2 

；． 年 ｀ 控除対象仕入税額 12,207,684 • 0 
4 ．． .. 
月

納付ずぺき．消費税額 △.12,207,684 ’ 全部取猜し 棄

＇ 
.. 

゜
〖雰
諜税標準となる消費税額 △ 12,207,684 

゜間
納付すべき地方消賣税額

.. 
4 3, 443;192 

゜過・少申告加算税．の額一 2,322,600 

年 月 日 令和砧臣｝月2日 余和3年12月24日 令和4年5月16日 令和5年3月30日

謀 ＇税 標 準．額

゜ ゜令
和 消 消 費' 税 額

゜ ゜2 費
年 税 控除対象仕入税額 2~. • 607,,023 • 0.  
.7 
月
．＇納付すべき消費税額 △ 29,607,023 .. 

゜
全部取消し・ 棄却課 ．

税
課税標準となる消費税額期 消地 △ 29,607, 02~ 

゜間
百方 納付すべき地方消費税額 △ 8,350,698. ・' .. 

゜過少’申告加算 3iの額一 5,‘667, 500 

年 月 I. 日 ・令和2年9月213 令和3年12月24日 ．令和4年5月16日 令和5年3月30日

謀・税 標 準 額

゜
0. 

＄ 消 消 費 税 額 ,0 .o 
2 費
年 税 控除対象、仕入税額 32,309,961 

゜8 
月

納付すぺき韻，費税額 △ 32, 3.09, 961 

゜
全部取消し 棄却； 

悶<9
諜税・標準どなる消費税額． △ 32,309,961 

゜納付すぺき地方消費税額・ △・9,113,066 

゜過少申告加算・税の額一 '6,188,000 
． 

（注）「納付すべき消費税額J欄の△印は｀還付金の額に相当する税額を示す．

¢上
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翡 項了—----::— 確定申告 更正の請求 通知処分等 更正処分等 審査請求 裁決

年 月 El 令和2年10月22日 令和3年3月22日 令`和3年12月24日 令和3年12月24日 令和4年5月16日 令和5年3月30日

謀 税 標 準 額 3,000 3,000 3,000 
令
和 消 消 費 税 額 234 234 234 
2 
税費年
控除対象仕入税額 15,687,335 

．． 

i 
16,254,607 78 

更正をすぺき； 由 、 •

！ 
納付すべき消費税額 △ 15,687,101 A,16,2印，373がない旨の通処 100 全部取消し 棄却

課税標準となる消費税額
分

塁地
△ l5, 687,101 •’• 16, 2凡 373 .' 100 

間
税方
納付す，ぺき地方消費税額 △ 4,424,566 ＇．△  4． 心84,5.66 

゜過少申告加．算税の額 一 2、991,500,

年 月 日 令和2年11月10日 令和3年12月24日 令和4年5月16日 令和5年3月30日
．． 

諜 税 標 準 額 . 42,000 II, 000 
令
和

月 消
費' 税 額 3,276 858 

2・ 
年 ．． : 

10 
税 担除対象仕入税額 20,448,022 858 

月
納付すべき｀消費税額 ．△ 20,444,746 

゜
全部取消し 棄却

！ ヽ

g,  

諜税標準となる消費税額 △ 20,444,746 0'  
間

納付すべき地方消費税額税 △ 5,766,466 

゜9' 

過少申告加算税の額 ---- 3, 90~. 600 .. 
年 月 日 令和3年1月4日 令和3年12月248 令和4年5月16日 令和5年3月30日

諜 税 標 準 額・ 47,000 ．． . 10,000 
令
和

塁
消 費 税 、・額

,, 

,3,666 780 
2 
年： 税 控除対・象．仕入・税額． . 10, 920, 457 858 
11' 
月

納付すべき消費税額・ △ 10,916,791 △ 78 全部取消し 棄却

日
期 が

諜税標準となる消費税額 ’△ 10, 91~. 791 ．． • △ ?8 
間
税方 納付すべき地方消費税額 會 △.3,079,094. △ 22 

過少申告加算税の額一 2,073,500 

年 月 日 令和3年2月22日 令和3年1ヽ2月24日 令和4年5月16日 令和5年3月30日

諜 税 標 津 額 22量000 ・1(I,000
， 

令
和 消 消費税額 ． 1,716 780 
2 ,. 
年 控除対象仕入・税額

．． 
25,193,717. '78 

12 ，・
月

納付すべき消費・税額 △ 25,192,001 700 全部取消し 棄

！ ； .. 
消地 謀税標準となる消費税額 △ 25,192,001 700 

間 g方 納付すべき地方消費税額 △ 7,105、43.6
.. 

lOO 

過少串告加算税の額
-------. 4. 818,500 

年 月 日― 令和3年3，月9日 令和・3年12月24日 令和4年5月16日 令和5年3月30日

諜 税 標 準 額 35,000 10,000 
，令
和 消 消費・税額 2,730 < ・780 
3 ； 年 控除対象仕入税額 4,770,763 

゜・l 
月

納付すべき消費税額 △ 4,768,033, 700 全部取消し 棄却 ・

！ ｀ 
g消地方
課税標準となる消費税額 ・ △.4,768,033 700 

納付ずぺき地方消費税額 △ .1,344,829 100 

過少申告加算税の額一 891,500 

（注） 「納付すべき消費税額J欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す．
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薙定申告 更正の請求 ＇ 理由がない
旨の通知処分

年 •月 a I令和3年3月22日

令
諜 税 標 準 頷 28,000 

和•
消 消． 費 税 額 2,184 

3 

百年 控除対象．仕入税額 11,322,366 
2 
,,月＇

納付すぺき消費税額 △ 11,320,182 
謀

塁炉消地 謀税標準となる消費税額 1 △ 11, 320, 182| i 
間 納付す＇べき地方消費税額

.
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過少申告加算税の額

（注）・「納付すべき消費税額J欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。

更正処分等 ． 審査請求 I.裁決

令和3年12月24日 令和4年5月16日 令和5年3月30日

10,000 28,000 

780 2,184 

l, 141 10， 6,771 

△ 361 全部取消し △ 103,587 

△ 361. △ 103,587. 

△,101 △ 29,216 

2,151,500 2,132,000 

,.., 

I • 
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別表4

本件各課税期間の消費税等の申告状況等一覧表
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［単位：円】

諜税標準額 諫税 仕支（税入払込れ対み1：：・
. , うち金地金講入日

（納渭費付税オ及ペびき地消方費清税費額税）課税期間 係る 価 うち金地金に うち係記る送繹手敷料苓 洟により生じる
の額 ） 係る諜税仕入れ l：： 繹税仕入れ 手数料に入係れる鰈

； 

令和2年2月諜税期間 • 

゜
165, 123, 730. 164, 824, 800 138,930 0.. △ 15, Oll, 247 

令和2年3月謀税期間

゜
48,840,000 48,'840,000 

゜ ゜
△ 4,439,998 

’ 

令和2年4月謀税翔問

゜
172, 169, 650 172, 158, 000 1,650 

゜
△ 15,650,876 

令和2年7月課税期問

゜
417,534,950 417,530,000. 4、950 .. 

゜
△ 37,957,721 

令和2年8月課税期間

゜
455, 653, 300 455, 650, 000 3,300 

゜
△ 41,423,026 

含和2年9月諜税期間 3,000 221，蕊1,650 221, 2~0. 000 1,650 

゜
h 20』1i1,667 

冷和2年10月鰈税期間 • 42,000 • 288, 369, 555 288,367,000 1,455 1.100 △ 26,211,212 I 

． 令和2年11月謀税翔／閏 ＇ 

． ． ． 
△ 13,995,885 47, 00-0 154, 006, 456 153, 994, 000 1,455 

゜令和2年・12月課税期間 • . . 22,000 355, 296, ・015 355, 290, 000 6,015 

゜
△32,297,437 

令和3年1月課税期間 '35,000: 67,280,000 67,280,000 ・o 

゜
△ 6, p2,862 

令和3年2月課税翔問 28,000 159,674,405. 159,653, boo 3,105 3,300 △ 14,513,053 

合計 2,505, 169, 710 2, 504, 816, 800 162, 51Q 4,400 △ 227, 724, 984 

（注） 「納付すべき消費税額」欄の△印は、．還付金の額に相当する税額を示す。
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これは正本である。‘‘

令和6年12月5日

神戸地方裁判所第2民事部

裁判所書記官大大林
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